
 
 

 

 

 

第 55 回 盛岡市玉山区地域協議会 

議 事 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡市玉山区地域協議会 

 



第 55 回盛岡市玉山区地域協議会 

 

日 時  平成 26年 10月２日（木） 

13時 30分 から 

場 所  玉山総合事務所 ３階 大会議室 

 

次             第 

１ 開  会        

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 区長あいさつ 

 

４ 議事録署名員の選出    

 

５ 議 事 
（１）報 告 

報告第１号 県央ブロックごみ・し尿処理広域化基本構想（案）について 
（説明者：環境部 中村廃棄物対策課長） 

報告第２号 放射性物質に汚染された農林業系副産物の処理方針について 
（説明者：玉山総合事務所 小原事務長） 

報告第３号 「桜の里整備事業」の基本設計について 
（説明者：玉山総合事務所 小原事務長） 

報告第４号 盛岡市玉山区渋民地区林野火災復旧対策について 
（説明者：玉山総合事務所 小原事務長） 

（２）審 議 

ア 諮問事項 

審議第１号 姫神ふるさと学習センターの廃止について 

（説明者：教育委員会事務局 菅原生涯学習課長） 

イ 自主的審議事項 

審議第２号 新市建設計画「道の駅設置事業」について 
（説明者：玉山総合事務所 佐々木企画調整監兼総務課長） 

審議第３号 委員提案事項について 

（案件名：玉山区の設置期間延長及び玉山総合事務所の組織体制維持並び 

に農林部の移転について） 

（説明者：佐々木由勝委員） 

 

６ そ の 他 

 

７ 閉  会    
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任期：平成26年２月13日～平成28年２月12日

氏　　　名 所　属　団　体　等

会長 竹 田 孝 男 新岩手農業協同組合正組合員

副会長 村 山 美 栄 子 盛岡市青少年問題協議会委員

委員 岩 崎 隆 元全国農協青年組織協議会副会長

委員 太 田 司 盛岡市ＰＴＡ連合会副会長

委員 駒 井 元 盛岡市環境審議会委員

委員 齋 藤 勲 盛岡市民生児童委員連絡協議会運営委員

委員 櫻 輝 夫 公募委員

委員 佐 々 木 由 勝 玉山区自治会連絡協議会会長

委員 竹 田 か づ 子 玉山区女性団体協議会会長

委員 玉 山 麻 美 公募委員

委員 千 葉 進 盛岡商工会議所玉山地域運営協議会会長

委員 廣 内 久 行 盛岡市社会福祉協議会評議員

委員 米 田 二 郎 元市議会議員

委員 皆 川 ミ ヱ 子 盛岡市上下水道事業経営審議会委員

委員 湊 房 子 人権擁護委員

盛岡市玉山区地域協議会　委員名簿





 

 

○ 会議概要 

 

１ 会 議 名 

  第55回盛岡市玉山区地域協議会 

 

２ 開催日時 

  平成26年10月２日（木） 13時30分から16時55分 

 

３ 開催場所 

  玉山総合事務所 ３階 大会議室 

 

４ 出 席 者（31名） 

  委  員 ：竹田孝男 委員（会長）村山美栄子 委員（副会長） 

  （11名）  太田司 委員，齋藤勲 委員，櫻輝夫 委員 

        佐々木由勝 委員，竹田かづ子 委員，廣内久行 委員，米田二郎 委員 

        皆川ミヱ子 委員，湊房子 委員 

        （欠席者 岩崎隆 委員，駒井元 委員，玉山麻美 委員，千葉進 委員） 

  市側出席者：福田玉山区長，小原事務長 

  （20名）  （環境部）中村廃棄物対策課長，細川廃棄物対策課計画整備係長 

        （農林部）伊藤部長 

        （教育委員会事務局）菅原生涯学習課長，薄衣生涯学習課主査 

        （玉山総合事務所）佐々木企画調整監兼総務課長，村山参事兼税務住民課長 

                 大澤参事兼産業振興課長 

                 櫻庭税務住民課主幹兼課長補佐，中村健康福祉課長補佐 

                 泉舘産業振興課主幹兼主任主査，水澤建設課長 

                 本山教育委員会事務局学務教職員課主幹兼玉山給食セン

ター所長，畠山農業委員会事務局玉山分室主幹 
            事務局（玉山総務課）：佐々木主幹兼課長補佐，吉田主査，加藤主任 

 

５ 傍 聴 者  竹田浩久市議 

        マスコミ取材２社  盛岡タイムス，岩手日報社 

 

議 事 録 
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○ 会議内容 

 

    １ 開 会 

 

（小原事務長）定刻となりました。本日はお忙しところお集まりいただきまして大変ありがと

うございます。玉山総合事務所の事務長の小原でございます。暫時の間進行を務めさせて

いただきます。よろしくお願いをいたします。ただいまから第55回盛岡市玉山区地域協議

会を開会いたします。 

   本会につきましては，委員総数の半数以上で会議が成立するという規定でございます。

本日は，岩崎委員，それから駒井委員，それから玉山委員，千葉委員，４名の方から欠席

のご通知を頂戴しておりますので，委員15名中11名の出席ということでございます。半数

以上でございますので，本日の会議は成立しているということをご報告申し上げます。 

   それでは，会議に入ります前に，付議案件について変更がございますので，連絡を申し

上げたいと思います。当初皆様方にお送りしておりました資料の中で，報告第２号として

予定しておりました玉山区プラスチック製容器包装分別モデル収集について，これにつき

ましては当初は平成27年度からの実施に向けたデータ収集を目的として予定をしておりま

したが，収集方法等についてさらに検討が必要ということでございましたので，実施時期

を遅らせるということで，今回取り下げるということでございます。大変申しわけござい

ませんが，よろしくお願いをいたします。なお，資料につきましては後ほど回収をさせて

いただきたいと存じます。 

   したがいまして，本日の報告事項は４件でございます。皆様のお手元には，修正後の次

第をお配りしておりますので，差しかえをお願いいたします。なお，資料につきましても，

報告ナンバーが右上に入ってございますが，報告の３から５につきましては１号ずつ繰り

上げるということで，資料番号につきまして，大変お手数ですけれども，修正をしていた

だきますようお願いを申し上げます。 

 

    ２ 会長あいさつ 

 

（小原事務長）それでは，竹田会長からご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（竹田会長）それでは，一言ご挨拶を申し上げます。 

   本日は，第55回盛岡市玉山区地域協議会を開催することとなりました。皆様方には，何

かとご多用の中ご参集をいただきまして大変ありがとうございます。 

   さて，ご案内のように長野，岐阜県にまたがる御嶽山の突然の噴火によりまして，死者，

けが人等多数出ているというようなことでございまして，まことに痛ましい限りでござい

ます。現在も救出活動が続けられておるわけでございますが，亡くなられた方々には哀悼

の意を表する次第でございます。 

   国におきましては，こうした災害発生に伴いまして，全国で47の火山の監視強化に乗り

出したということでございますが，私ども玉山区におきましても岩手山の問題，そしてご

案内のように昨年の台風被害，さらには今春の林野火災等，さまざまな自然災害が発生し，
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あるいは想定されるわけでございまして，我々といたしましても災害に対する意識という

ものをより以上に高めていく必要があろうかと思っておるところでございます。 

   本日は，ご案内申し上げておりましたように，報告事項４件，そして諮問事項１件，自

主的審議事項２件でございます。協議会終了後におきましては，玉山区自治区制度検討会

も予定しておりますので，委員の皆様からはご忌憚のないご意見をお願い申し上げまして，

開会に当たってのご挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

 

（小原事務長）ありがとうございました。 

 

    ３ 区長あいさつ 

 

（小原事務長）続きまして，福田区長からご挨拶を申し上げます。 

 

（福田区長）ご苦労さまでございます。開会に当たりまして，一言ご挨拶を申し上げます。 

   ただいま会長さんからもお話しございましたとおり，御嶽山の噴火ということで，大変

多くの方々が犠牲になっておるわけでございまして，お悔やみ，そして見舞いを私からも

申し上げる次第でございます。 

   さて，10月に入りまして，農家も収穫の秋ということで大変な忙しさの中にあるわけで

ございます。非常に豊作型の天候なわけでございますけれども，裏を返せば米価が大変な

下落状況にございます。まだ正式な価格は決まっておらないわけでございますけれども，

昨年の価格から60キロで約3,000円の下落ということでございまして，農家の方々も再生産

価格を割るというようなことで，この秋，喜びの秋になるはずのものが非常に力の入らな

い収穫の時期であると，こういう思いでございます。しかしながら，忙しさには変わりは

ないわけでございます。 

   そういう面を捉えながらも，本日は皆様方におかれましても大変お忙しいところ，第55回

の地域協議会にご出席をいただきました。心から感謝と御礼を申し上げる次第でございま

す。 

   ことしの夏も非常に厳しい暑さであったわけでございますが，９月に入ってからは25度

前後という過ごしやすい毎日が続いたわけでございます。間もなく二十四節気の寒露が近

づいておるわけでございますが，一層秋の気配が濃くなってくるという時期になるわけで

ございます。 

   さて，今年も８月，９月におきましては玉山区の夏まつり，あるいは啄木の里ふれあい

マラソンなど，玉山区内で大きなイベントが続いてまいりました。また，先月20日におい

ては岩洞湖まつりが開催されました。まさに好天に恵まれまして，多くの方々，数字で申

し上げますと約1,800名の方々においでいただいたわけでございまして，非常なにぎわいで

ございました。これまた皆さんからのご協力もあったわけでございまして，心から感謝を

申し上げる次第でございます。 

   また，この時期は敬老会が各地で開催されたわけでございます。私もご招待をいただき

それぞれの地区においての敬老会に参加させていただき，ご長寿をお祝いして参ったとこ

ろでございます。特にも多くの方々が長年にわたりまして社会に貢献され，あるいは我々
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玉山区におきましても非常なお力をいただいておるわけでございまして，このことを心か

ら感謝を申し上げ，健康で，そしてまた元気にこの後もお過ごしになられるよう励ましを

しながら参ったところでございます。 

   さて，本日は報告事項が４件，諮問事項が１件，自主的審議事項が２件という協議をお

願いするわけでございます。皆さんのご忌憚のないご意見等を賜りながら，きょうのこの

協議会がスムーズに進められることを心からお願いを申し上げながら，粗辞，雑駁でござ

いますけれども，開会に当たりましての挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

 

    ４ 議事録署名員の選出 

 

（小原事務長）次に，次第４，議事録署名員の選出ということでございますが，ここからは竹

田会長に議長をお務めいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

（竹田会長）それでは，議事録署名員の選出でございますけれども，慣例によりまして私から

ご指名いたしたいと思いますが，ご異議ございませんか。 

 

    （ 「異議なし」の声 ） 

 

（竹田会長）異議がないようでございますので，ご指名を申し上げます。廣内久行委員，米田

二郎委員，このご両名にお願いいたしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

    ５ 議 事 

 

   （１）報 告 

 

（竹田会長）これより議事に入ります。 

   会議は公開で行います。 

   最初に，報告第１号 「県央ブロックごみ・し尿処理広域化基本構想（案）について」

を議題といたします。 

   説明をお願いいたします。 

 

（中村廃棄物対策課長）環境部廃棄物対策課，中村と申します。よろしくお願いします。本日

は，盛岡広域振興局管内の３市５町及びごみ・し尿処理を行う６つの一部事務組合が取り

組んでおります県央ブロックごみ・し尿処理広域化につきまして，その基本構想（案）が

まとまってまいりましたので，説明を申し上げます。 

   お手元の資料，「県央ブロックごみ・し尿処理広域化基本構想（案）について」の１ペー

ジをごらんください。初めに，１，策定の背景につきましては，平成９年に当時の厚生省

からダイオキシン類の削減対策による環境負荷の低減とごみ処理の効率化を図るといたし

まして，都道府県単位でごみ処理広域化計画を策定するよう通知されてございます。岩手
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県では，これを受けまして，平成11年３月に岩手県ごみ処理広域化計画を作成しておりま

す。県の計画では，本市を含む現在の盛岡広域８市町を盛岡ブロックといたしましたこと

から，平成12年11月に準備協議会を設置いたしまして，広域化の検討を開始し，これまで

協議を重ねてまいりました。広域化には幾つかの課題があるものの，さまざまな効果が期

待できますことから，広域化の推進を図ろうとするものでございます。 

   次に，２，策定の目的であります。協議会では，ブロック内における効率的なごみ処理

や環境負荷の低減，循環型社会の形成を目指すとともに，県広域化計画を踏まえた将来の

廃棄物処理の方向性を示すため，基本構想を策定するものでございます。 

   次に，３，広域化基本構想策定の実施主体でございます。県央ブロックごみ・し尿処理

広域化推進協議会となります。この協議会は，盛岡広域の３市５町と，ごみまたはし尿処

理を行っております６つの一部事務組合により構成されているものでございます。 

   裏面，２ページをお開きください。４，基本構想（案）による広域化の方向性につきま

してでございます。ごみ処理につきましては，平成29年度に新組織の設立と地域計画の策

定を目指します。新ごみ焼却施設につきましては，６つの既存ごみ焼却施設を１つに集約

し，平成41度から新焼却施設の稼働を目指すものでございます。また，新ごみ焼却施設の

建設予定地は，県央ブロックの地勢，ごみ排出量，人口を勘案し，盛岡市と想定してござ

います。 

   し尿処理につきましては，将来的に施設の集約化による広域化を検討してまいりますが，

当面は盛岡北部行政事務組合と盛岡地区衛生処理組合の２施設は施設の延命化により対応

し，平成29年度で受け入れ停止を予定している紫波，稗貫衛生処理組合につきましては，

今後新たな処理方法を検討することとしてございます。 

   次に，５，構想の策定時期につきましては，平成26年10月下旬に開催する広域化推進協

議会での策定を予定しております。 

   ６，計画期間につきましては，基本構想策定年度の平成26年度から新ごみ焼却施設の稼

働年度の平成41年度までの期間となってございます。 

   次に，７，基本構想（案）の構成につきまして，ごらんのとおりの構成となってござい

ますが，構想案の概要の抜粋を本日は別資料で用意してございますので，後ほど説明させ

ていただきます。 

   最後に，資料３ページ，８，基本構想策定のスケジュールについてでございます。今年

度は協議会におきまして５月，６月に構成団体の課長等で構成する幹事会を開催し，検討

を進めてまいりました。 

   ７月には，構成８市町の首長へ本構想（案）の概要と策定に向けたスケジュール等につ

いて説明を行っております。 

   ８月には，本市の市議会全員協議会において説明を行いました。また，本市以外の構成

団体におきましても議会全員協議会での説明，ごみ及びし尿処理施設周辺の住民の方々に

対する説明会を開催しております。 

   ９月には，構成市町においてパブリックコメントを実施し，最終的には10月に協議会を

開催し，本構想を策定する予定としてございます。 

   それでは，続きまして県央ブロックごみ・し尿処理広域化基本構想（案）の概要につき

まして，抜粋資料となりますが，説明を申し上げます。別紙資料をごらんいただきたいと
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思います。 

   １ページをごらんください。基本構想策定の経緯についてでございます。先ほどご説明

もいたしましたが，策定の背景と重複する部分もございますので，主な経緯について説明

させていただきます。平成９年の国の通知に基づきまして，平成11年に岩手県は県内を６

つの広域ブロックに分け，ごみ焼却施設をブロックごとに１カ所に集約するという広域化

計画を策定いたしました。これを受けまして，盛岡地方振興局管内の市町村で構成される

盛岡ブロックでは，盛岡ブロックごみ処理広域化推進計画を策定し，盛岡地方振興局を事

務局とする盛岡ブロックごみ処理広域化準備協議会を設置いたしました。その後，盛岡市

を事務局とした県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進協議会と名称を改めまして，平成

24年度に広域化基本構想骨子を策定いたしました。これまでの間，盛岡市議会への説明に

つきましては，平成22年の全員協議会，また24年２月，12月の産業環境常任委員会におき

まして，取り組みの状況等につきまして説明してまいりました。 

   次に，２ページをごらんください。（２），基本方針について。①，３Ｒの推進を図りな

がら低炭素社会の実現を目指す。 

   ②，環境の負荷に配慮し，災害対策強化を踏まえた廃棄物処理システムを目指す。 

   ③，効率的な廃棄物処理システムを目指すとしてございます。 

   次に，（３），広域化基本構想の計画期間は，平成26年から平成41年度まで。 

   次に，２，広域化のメリット，デメリットについてでございます。メリットとしては，

集約化により建設費，運営費等，コストが大幅に削減されること，ＣＯ２の排出や有害物

質類が抑制でき，環境負荷が減ること，安定的な稼働と高度技術の活用が図られること，

耐震化，浸水対策の推進によるシステムの強靱化が図られることなどがございます。 

   一方，デメリットにつきましては，収集運搬距離の増加に伴い収集運搬コストが増加す

ること，交通量の増加による環境負荷の一部増加と焼却施設周辺の車両集中による交通混

雑の発生などがございますが，広域化によるさまざまな効果が期待できますことから，デ

メリットをできるだけ減らす方策の検討を重ねながらブロック内の広域化を進めていくこ

ととしてございます。 

   次に，３，ごみ処理の現況と課題についてです。県央ブロックのごみ焼却施設は，資源

化施設などの多くで老朽化が進行いたしてございます。施設の維持管理費が増加している

状況にあります。施設更新が今後の検討課題となっております。 

   ４，ケース比較でございます。施設更新のさまざまなケースを比較した中で，６施設を

建てかえした場合と広域化により１施設に集約した場合の比較結果を記載してございます。

生涯コスト，ＬＣＣと環境負荷，ＬＣＡの指標を用いまして比較いたしました。算定期間

は，新施設の稼働前の15年間と稼働後の15年間の合計30年間を設定いたしました。 

   （１）のＬＣＣ，ライフサイクルコストにつきましては，グラフ右の全体合計では６施

設の建てかえの場合1,793億円に対しまして，１施設に集約した場合1,352億円となり，約

441億円，約25％の経費削減となります。また，全ての構成市町で負担額が削減されると試

算しております。 

   盛岡市につきましては，ごみ焼却施設の建てかえで建設費，運営費，収集運搬費等が886億

円との試算に対し，１施設に集約した場合の負担額が660億円となり，226億円の経費削減

という試算結果になってございます。 
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   次に，３ページの（２），ＬＣＡ，ライフサイクルアセスメントについてでございます。

二酸化炭素，ＣＯ２の排出量を指標にして算出した結果となります。６施設の建てかえよ

りも１施設への集約化のほうがＣＯ２排出量が9.6％低く，環境負荷の面でも集約化が有利

となっております。 

   また，４ページの比較において，経済性，環境負荷，技術，災害対策の各項目において

集約化が有利な傾向にございます。 

   次に，５ページをごらんください。広域化の方向性，（１），焼却施設につきまして，既

存６施設は延命化を図りながら平成40年度まで稼働を継続いたす予定でございます。新施

設は，平成41年度稼働開始を目指します。新施設の建設地は，県央ブロックの地勢，距離，

あるいは交通事情等を考慮し，またごみの排出量，人口を勘案し，盛岡市を想定しており

ます。施設の処理能力につきましては，１日約500トン程度と見込んでございます。 

   （２），その他の施設，破砕選別，資源化処理施設，最終処分場につきましては，当面は

既存施設を活用し，将来的に広域化を目指します。収集運搬は，既存体制を維持し，でき

るところから統一を検討いたします。 

   （３），設立時の事務範囲につきましては，平成29年度に設立する新組織が共同処理する

事務について，表の丸印の項目となります。ごみ処理計画の策定，新ごみ焼却施設の設置，

管理，運営及びごみの中継運搬になります。 

   次に，６ページをごらんください。今後のスケジュールでございます。既存施設は，平

成40年度まで稼働を継続し，平成41年度から新施設に集約する予定としております。平成

27年度に広域化準備室を設置し，平成29年度，新組織として新しい一部事務組合の設立を

目指します。新組織では，施設の基本計画や環境影響評価等の事務を行い，新施設の整備

を具体的に計画し，実施する予定としております。 

   次に，７のし尿でございます。（１），し尿処理施設の現状と課題につきまして，県央ブ

ロック内には盛岡北部行政事務組合，盛岡地区衛生処理組合，紫波，稗貫衛生処理組合の

３つのし尿処理施設がございます。この中で，紫波，稗貫衛生処理組合の施設は老朽化が

著しくなってございます。組合としては，平成29年度し尿処理の受け入れを終了，平成30年

度の組合解散を予定しておりますことから，これにかわる施設の検討，都南地域のし尿の

処理先を検討することが必要となっております。 

   また，盛岡地区衛生処理組合と盛岡北部行政事務組合の集約化の検討に当たっては，盛

岡北部行政事務組合が行っている介護保険事務をどのように扱うかが課題となっておりま

す。 

   次に，（２），し尿処理の広域化の方向性，①，し尿処理施設の事業主体についてですが，

平成29年度までは現在の３組織体制となりますが，平成30年度の紫波，稗貫衛生処理組合

解散後は，これにかわる新たな広域組織は設立しないこととしております。 

   次に，②，し尿処理施設の整備につきまして，紫波町と矢巾町では紫波，稗貫衛生処理

組合のし尿受け入れ終了，解散にあわせまして，新しいし尿処理施設の整備を計画してご

ざいます。盛岡市は，都南地域のし尿の処理先を早急に検討する必要があります。また，

盛岡北部行政事務組合と盛岡地区衛生処理組合の集約につきましては，県の流域別下水道

整備総合計画との整合性を図りながら検討する必要がございます。 

   次に，７ページをごらんください。③，今後のスケジュールについてでございますが，
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盛岡北部行政事務組合と盛岡地区衛生処理組合につきましては，当面は施設の延命化を図

り，平成36年度以降に集約化を検討することとしてございます。 

   紫波，稗貫衛生処理組合は，ただいま説明を申し上げました内容が記載されてございま

す。 

   以上で説明は終わらせていただきます。 

   なお，お手元には基本構想（案）の本編と概要版も配付してございますので，後ほどお

目通し願いたいと存じます。 

 

（竹田会長）ありがとうございました。ただいまの説明にご質問，ご意見のある方，挙手をし

てご発言をお願いいたします。ございませんか。 

   櫻委員。 

 

（櫻委員）まだその場所とか，面積とか，候補地とかは決まっていませんか。 

 

（中村廃棄物対策課長）お答えします。 

   場所，あるいはその処理場の面積，構造とか処理方式等につきましては，平成27年度に

施設整備に関する検討委員会という新しい委員会を立ち上げまして，環境保全とか廃棄物

に関する専門知識を有する方々を委員として構成しまして，その委員会において今後選定

事務を進めていただくという予定にしてございます。現在のところは，具体的な内容は未

定となってございます。 

 

（櫻委員）大体の予定地もまだ全然白紙ということで。 

 

（中村廃棄物対策課長）はい，現在のところは白紙ということでございます。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

   廣内委員。 

 

（廣内委員）既存の施設なのですが，耐用年数というか，その辺はいつごろまでになるのです

か。 

 

（中村廃棄物対策課長）お答えします。 

   既存の施設の耐用年数ということで，それぞれ６つの施設がございまして，建築年がば

らばらになってございますが，一般的に廃棄物というかごみ焼却施設につきましては，20年

から25年というふうに言われております。ただ，実際にはそれぞれ施設を補修しながら，

30年ほど使用しているというケースが多くなっているように存じております。 

 

（竹田会長）廣内委員。 

 

（廣内委員）ゆぴあすのところは，あと何年ぐらい使えるということなのですか。 
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（中村廃棄物対策課長）ゆぴあすにつきましては，盛岡市のクリーンセンターの熱を利用しま

して，熱利用施設としてプールと温泉といいますか，お風呂を設置しておりますが，プー

ル，浴場の耐用年数につきましては，大体30年ぐらいというふうになってございます。ク

リーンセンター新しく建てたときが平成10年でございます。その数年後にゆぴあすがたし

かできてございますので，それから30年ぐらいという形になると思います。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

   湊委員。 

 

（湊委員）何日か前の新聞に，地域住民が，ごみ焼却施設が大きくなるのを，地権者というか

周りの地域住民の人が反対しているというような記事がたしか載っておりましたけれども，

やはりごみ焼却施設を大きくする，新しくつくるということを歓迎する地域は多分ないの

ではないかと思いますけれども，その辺は40年までには確保しなければならないことだと

思いますけれども，この前の新聞では何も盛岡に持ってくる必要がないのではないかとい

うようなことを発言されている方もいらしたのですが，もう盛岡というのは，大体その線

で行くのでしょうか。 

   あと，既存の施設で老朽化したものは取り壊しになるのでしょうか。 

 

（中村廃棄物対策課長）お答えします。 

   先日たしか盛岡タイムスさんだったと思うのですが，今既存のごみ焼却施設，クリーン

センターの周辺の住民の方を対象にということで，松園，上米内地区で住民説明会をしま

した。玉山区においても，岩手・玉山の組合の焼却施設の周辺の住民の方を対象に，そし

て門前寺の最終処分場の周辺の住民の方を対象にということで，広域化の住民説明会をさ

せていただきました。この間の新聞に出た内容につきましては，上米内の説明会の様子で

ございました。その中では，やはり自区内処理，廃棄物及び清掃に関する法律の中では，

家庭から排出される一般廃棄物の処理については自区内，いわゆるその市町村の責務で処

理をするようにということがうたわれてございます。ということで，よそのエリアからの

ごみを持ってこないで，自分の市なりのごみは市で処理する，それぞれ独立してやればい

いのではないかというような意見だったと思います。ただ，こういった広域化につきまし

ては，玉山区においては盛岡市と合併する前に，岩手町さんと玉山村とで共同処理をする

ということで地方自治法の一部事務組合，共同事務をするという制度の中でごみ処理をす

るということで，そういったことも廃掃法の中で自区内処理というふうにうたわれている

ものについては，共同処理をするというエリアを１つの区域として処理するということで

進めております。今回の広域化につきましても，３市５町の８市町のエリアを１つの区域

といたしまして処理するという考え方で広域化を進めているところでございます。 

   そういった，ちょっと基本的な部分の考え方が違うということがございまして，さらに

現在のクリーンセンターは，１日当たり405トンの処理能力がございます。これを今回集約

化して８市町のごみを処理するためにということで，１日500トンの処理能力を想定して設

定して今回の構想をつくったわけですが，そういった形で規模が大きくなるということに
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ついて，排出されるＣＯ２なり有害物質がそのエリアに集中するということについて，ま

ずできるだけこの地域には来てほしくないというような意見がございました。 

   それとあと，何で盛岡市なのということがございました。これについては，先ほども盛

岡市を想定する際は，まずブロック内のほぼ中心に位置するという，交通の面，あるいは

距離的な面でもほぼ中心に位置するということと，そしてごみの排出量については，ブロ

ック内のごみの64％を盛岡市が排出してございます。そして，人口につきましては，ブロ

ック内の62％が盛岡市で占めてございます。その盛岡市から排出されるごみを別な市町に

搬出して処理をするよりは，盛岡市のエリアの中で処理をするというふうにするほうがＣ

Ｏ２の排出，あるいはコストの面でも有利だろうということで，盛岡市を想定してこの構

想を策定したということを説明してございます。 

   既存施設の解体につきましてですが，まず既存の６施設につきましては，１施設に集約

するということで，その機能がなくなりますので，そちらについてはそれぞれ現在管理し

ている団体が解体をするとか，活用するとかということをやっていくことになります。 

   ただ，６施設を１施設に集約した場合に搬送距離が長くなってまいりまして，車両がふ

えるとかということになりますと，コストあるいはＣＯ２の面でかさむ部分がございます

ので，中継施設というのを想定してございます。中継施設は，例えば遠隔地からごみを今

のごみ収集車，２トン車ぐらいのやつが全部の台数が盛岡に集まってくるというのは非効

率的でございますし，ＣＯ２の排出も大分ふえるということで，中継施設を３カ所，岩手・

玉山の現在の焼却場，それと八幡平市の焼却施設，そして矢巾町にございます盛岡・紫波

地区環境施設組合の施設の３カ所に中継施設を設置しまして，それぞれその施設で２トン

から４トン車で集めてきたごみを10トン車に詰めかえをしまして，そしてそこから１カ所

に集約された盛岡の焼却場に運ぶというふうなことを想定してございます。したがって，

その３カ所の焼却施設については，その中継施設への活用ということも想定されてござい

ます。 

   以上でございます。よろしかったですか。 

 

（竹田会長）よろしいですか。 

   ほかに。佐々木委員。 

 

（佐々木委員）趣旨，その他については，広域化の中でわかりますけれども，設置場所につい

ては，今湊委員からも出ましたけれども，大きくすればするほど設置場所の住民は，その

分苦労するわけです。行政経費や，あるいはいろんな面での経費節減はご説明のとおりで

すけれども，大きくなった施設の建つ場所が大変な弊害を受けるわけです。それについて

は，どう見ても盛岡市が受けるということは，これはやむを得ない話で，広域をまとめる

上では市長の判断が必要なわけですが，それでやむを得ないと思うのですが，さらに追い

詰めてみると，最終的には玉山区なのですよ，建てる場所は。交通の便からいっても，先

ほど言った住民の反対意見をまとめても，人口の少ない，自然豊かなふるさとに建つと，

我々とすれば読まなければならない。しかし，それを「やめようよ」なんていう話は，地

域住民の皆様方は言えると思いますが，私としてはこの想定される，我々玉山区の中も含

めて住民との話し合いを，行政先行型ではなくて，本当に話し合いを詰めて詰めて，ご理
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解をいただきながら，建てる場所については，中継施設も含めて十分な話し合いをするよ

うにお願いをします。要望だけです。よろしくお願いします。 

 

（中村廃棄物対策課長）今後施設の検討委員会等を立ち上げまして，候補地の選定方法をどう

いうふうにしたらいいのかというところから話を持っていくわけですが，そういった中で

候補地となる箇所が出てきたときには，いずれ住民の方々と十分にお話をさせていただき

まして，合意形成を図りながら進めるというふうにして考えてございますので，よろしく

お願いしたいと思います。 

 

（竹田会長）そのほかございませんか。 

   どうぞ，皆川委員。 

 

（皆川委員）住民の人たちに説明するときに，交通量がふえるのはもうわかるのですが，環境

に対する負荷の問題は，大気汚染にしろ，地下水にしろ，いろんな形の想像外の想像以上

のものが起こり得ることもあると思うのです。そのときに，過少の説明はしないで，なる

べく万が一のことも考えるような形で説明して，理解していただけるようにしたらいいと

思います。メリットは８市町に及ぶのですが，デメリットは設置場所にしか起きませんの

で，その点余り小さくは考えないでいただきたいと思います。 

 

（中村廃棄物対策課長）そういった形で，いずれ最近ですと思いも寄らないことが時々発生し

たりしてございますので，そういったことも，思いも寄らないというのはなかなか想像で

きないのですが，いろいろな状況を踏まえながら住民に不利にならないように，できるだ

けデメリットを減らすようにということに努めてまいりたいと思います。 

 

（竹田会長）ほかになければ，報告第１号を終わりたいと思いますが，ご異議ございませんで

しょうか。 

 

    （ 「異議なし」の声 ） 

 

（竹田会長）異議ないようでございますので，報告第１号を終わります。 

   説明者の入れかえがございます。暫時お待ちください。 

   それでは，報告第２号 「放射性物質に汚染された農林業系副産物の処理方針について」

を議題といたします。 

   説明を求めます。 

 

（小原事務長）ご説明を申し上げます。 

   提案者につきましては，玉山総合事務所と，それから環境部からのご報告事項というこ

とになります。よろしくお願いをいたします。 

   それでは，玉山区における放射性物質に汚染された農林業系副産物の処理方針について

ご説明を申し上げます。最初に，１の現状と課題でございます。平成23年の福島第一原発
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事故の影響によりまして，放射性物質に汚染された牧草，それからシイタケのほだ木等の

農林系副産物は，岩手・玉山環境組合管内におきましては約680トン発生してございます。

現在管内に一時保管をしている状況にございますけれども，国では国の基準でありますキ

ログラム当たり8,000ベクレル以下のものについては，市町村において一般廃棄物として適

正に処理するよう指導しております。県におきましてもガイドラインを策定し，優先的に

処理に取り組むこととしているところでございます。 

   既に県内の12市町村におきまして焼却処理が実施されておりまして，その全てにおいて

現在のところ安全性が確認されている状況でございます。 

   次に，２の発生量でございますけれども，総発生量は677.4トンで，岩手町で514.4トン，

玉山区で163トンとなってございます。詳細につきましては，盛岡市分といたしましては牧

草が143.1トン，稲わらが0.7トン，それからシイタケのほだ木が19.2トンとなってござい

ます。 

   次に，３の処理方針でございますけれども，一般廃棄物焼却施設でございます岩手・玉

山清掃事業所に運搬の上，焼却処理を行いまして，焼却灰については岩手町，それから玉

山区それぞれの最終処分場において埋め立て処分することを計画しております。 

   なお，焼却に際しましては，一般ごみとまぜて燃やすという混焼による放射性物質濃度

の抑制，それから焼却施設や最終処分場周辺の放射性物質濃度や空間線量の定期測定によ

り，安全性の確保に努めるとしているところでございます。 

   次に，４の処理計画量及び処理期間でございます。処理につきましては，日量１トン程

度の処理を予定してございます。年間稼働が245日となってございますので，おおむね２年

10カ月の処理期間を目安としてございます。 

   次に，５の実施主体及び処理施設でございます。岩手・玉山環境組合が実施主体，それ

から岩手町，盛岡市が共同実施主体となり，連携して処理を実施したいというふうに考え

てございます。焼却施設は岩手・玉山清掃事業所，それから焼却灰の最終処分場はそれぞ

れの管内でございます。盛岡市につきましては，盛岡市玉山区門前寺地区の玉山廃棄物処

分場ということを計画してございます。また，牧草等を焼却する前に細かく裁断をする必

要がございます。前処理施設でございますが，それにつきましては焼却施設の敷地内に仮

設で設置をするということを考えてございます。 

   次に，６の試験焼却及び住民説明会の実施でございます。試験焼却を今月の中旬ぐらい

に４日間ほどの日程で，牧草，ほだ木，各１トンずつで行いたいというふうに考えてござ

います。 

   また，（２）の住民説明会でございますけれども，焼却施設及び最終処分場の周辺住民の

皆様に対しまして，試験焼却前と試験焼却後に２回実施することとしておりまして，１回

目は記載してございますように９月中に実施済みでございます。今後試験焼却後に結果を

ご報告する２回目を実施したいというふうに考えてございます。 

   次に，７の最終処分場への焼却灰の受け入れ基準でございますけれども，先ほど申し上

げましたが，国の基準値，キロ当たり8,000ベクレルを大きく下回りますキロ当たり1,000ベ

クレルの基準値を独自に定めて，安全性に配慮したいというふうに考えてございます。 

   なお，本件につきましては８月20日に岩手・玉山環境組合の議員全員協議会，それから

８月26日と９月３日には盛岡市，岩手町それぞれの議会議員全員協議会で既に説明を終え
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ているものでございます。 

   説明は以上でございます。 

 

（竹田会長）説明が終わりました。それでは，委員の皆さんから質問，ご意見等をお受けいた

します。ございませんか。 

   どうぞ，佐々木委員。 

 

（佐々木委員）教えていただきたいのですけれども，それぞれの地域で出たものは自分のとこ

ろでやろうよというのは基本だと思うのです。ごみだとか，こういった廃棄物については。

そういう意味ではよろしいと思いますが，この２カ所の最終処分場，あと例の焼却する場

所の説明会をなさったようですが，そのときのご意見だとか雰囲気はいかがだったでしょ

うか。手を挙げて賛成だったでしょうか。よろしくお願いします。 

 

（村山参事兼税務住民課長）では，私からお答えを申し上げます。 

   最初に，寺林の焼却場の説明会をやったのですが，20人ほど参加いたしました。その中

で出されたのは，やはり放射能に対する汚染は大丈夫なのかというような心配，ガス，あ

るいは水の問題，あの辺の地域の人たちは湧き水，井戸等をやっている方々が４軒ござい

ますので，組合のほうでは水は場内で処理するというようなお話がありましたけれども，

やっぱりそういった水に対する不安といいますか，そういうようなことが出されました。 

   あとは，最終処分場のほうでは，高台といいますか，そっちにありますので，余り影響

がないと言えばうそですが，車両が通る程度で，排水もそのまま四十四田に出るわけでご

ざいまして，直接地区の住民の生活には余り支障がないというようなことが話されました

ので，おおむね理解はいただいたものというふうに思ってございます。 

   以上です。 

 

（佐々木委員）ありがとうございました。 

   基準以下の量ですから，科学的に根拠があるわけですから，そういう心配はないとは思

うのですが，ぜひ風評被害等については，先ほど区長のご挨拶にもありましたが，これだ

け米だとか何かの余る時代でありますから，産地間競争の世界の中で風評被害による損失

が出ないような指導等についてもきめ細かに対応されるようにお願いをして，発言を終わ

ります。 

   以上です。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

 

    （ 「なし」の声 ） 

 

（竹田会長）なければ，この報告第２号を終わりたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

 

    （ 「異議なし」の声 ） 
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（竹田会長）それでは，報告第２号を終わります。 

   続いて，報告第３号 「「桜の里整備事業」の基本設計について」を議題といたします。 

   提案者の説明を求めます。 

 

（小原事務長）引き続きまして，玉山総合事務所からの報告事項ということになります。私の

ほうから引き続き説明をさせていただきたいと存じます。 

   新市建設計画の一つでございます「桜の里整備事業」の基本設計について説明を申し上

げるものでございます。本事業につきましては，平成23年度以降地元の方々と協議をして

きております。昨年度には基本設計を作成いたしまして，今年度からは実施設計を行うこ

ととしておりますので，その概要についてご説明を申し上げます。 

   お手元には，会議資料と，それから図面が３部及び基本設計の概要版を配付してござい

ますけれども，本日は会議資料と図面により説明を申し上げます。基本設計の概要版は，

後ほどお目通しいただきたいと存じます。 

   それでは，会議資料を説明いたします。まず，１の事業の目的でございます。本事業に

つきましては，平成10年，11年に地域の皆様，それから旧玉山村の中の自治会，あるいは

首都圏に在住のふるさと玉山会の皆様によりまして植樹された１万本のオオヤマザクラ植

栽地，ここを整備いたしまして，観光客の誘致と地域の活性化を図ることを目的として事

業を実施しようというものでございます。 

   次に，２の事業概要でございます。事業主体は盛岡市ということになります。 

   それから，事業期間につきましては，平成23年度から28年度までを予定しておりまして，

これまで用地測量，それから構想の策定，基本設計を行ってまいりまして，今年度から実

施設計，そして一部の工事に入るというものでございます。 

   予定地につきましては，皆さん既にご存じだと思いますが，もう一度説明をさせていた

だきますが，玉山区の日戸地内，オオヤマザクラを植栽いたしましたサクラパーク姫神の

中で地元の牧野農業協同組合所有地をお借りして整備をするということにしてございます。 

   お手元の図面１をごらん願います。場所につきましては，啄木生まれの常光寺の東側の

天峰山を望む場所ということで，東側には外山，岩洞湖，あるいは北側には姫神山が控え

る場所ということでございます。 

   右下の図２にございますとおり，周辺には岩洞第一発電所，あるいは日戸パークゴルフ

場がございます。 

   次に，予定地面積でございますが，５万2,197平方メートル。 

   それから，事業費は約１億5,000万円ということで，辺地対策事業債をほぼ全額充当する

という予定でございます。 

   事業概要につきましては，後ほど図面でご説明を申し上げます。 

   次に，３の基本設計概要でございますけれども，（１）の整備コンセプトでございますが，

ふるさと玉山を愛する人や自然を愛する人々が集い，花や草木を愛で体感し，交流する場

を整備するというふうにしてございます。 

   整備方針は，コンセプトに従いましてオオヤマザクラの鑑賞を楽しむ場の創出，それか

ら自然との一体感，新たな魅力の創出，市民協働による維持管理，それから周遊観光を考
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慮した施設整備としてございます。 

   （３）の設計上の基本的な考え方でございますが，ゾーニングによる導入施設計画，そ

れから来場者の滞留を考慮した遊歩道計画，魅力的な景観創出のための景観構成計画を基

本としてございます。 

   次に，（４）の基本設計でございますが，お手元の図面によりご説明を申し上げます。図

の３をごらん願います。まず，ゾーニングにつきましては，お出迎え，それから休憩ゆっ

たり，それから親水，それから森林浴，紅葉，眺めという５つのゾーンと考えてございま

す。造成についてでございますけれども，必要最小限にとどめることとして，駐車場，遊

歩道，展望台地，見晴台の造成を実施するほか，眺望を確保するため牧野農協と協議の上，

図面右側のほうに現在は杉林がございますけれども，一部を伐採して，後で広葉樹等の植

栽を適宜行いたいというふうに考えてございます。 

   それから，広場につきましては左側のところにあります芝生広場，それから中央部の親

水広場，それから上側，上部のほうに見晴台と展望台地の４カ所の広場を計画してござい

ます。 

   駐車場は40台分を整備することとしておりますが，予備として道路向かいの既設の，砂

利敷きでございますが，70台分のスペースも確保しておきたいというふうに考えてござい

ます。 

   それから，休養，便益施設として，大人40人程度が一度に収容可能なあずまやを整備し

てまいりたいというふうに考えてございます。雨天時の利用も考慮いたしまして，バス１

台程度の来場者を一度に収容できる規模としております。 

   トイレにつきましては，簡易水洗方式でございますが，イベント等，一時的な利用者増

加の際には，仮設のトイレの設置により対応したいというふうに考えてございます。 

   それから，敷地内のベンチ等につきましては，木製ベンチと，それから御影石のベンチ

を地域産の材料を使いまして適宜配置したいというふうに思ってございます。 

   修景施設計画でございますけれども，景観や季節感を考慮した植栽を行ってまいりたい

と思います。 

   次に，図の４をごらん願います。遊歩道につきましては，図のとおり６コースの設定を

行って，歩行者の安全性を考慮して滑りにくい構造として，また一部急傾斜区間には階段

を設けたいというふうに考えてございます。 

   それから，敷地内の橋梁，橋につきましては図の中央部と右側のほうに２つの橋がござ

いますけれども，既存の鉄製，それから木製の橋につきましては改修整備をすることとし

てございます。 

   それから，維持管理計画でございますけれども，施設設備の定期点検，草刈り，清掃等

を可能な限り地元の皆様と市民協働により実施してまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

   それでは，最後にお手元の会議資料に再びお戻りいただきたいと存じます。最後の４の

今後の予定でございますけれども，平成28年度まで，そこにございますように年次ごとの

工事工程を記載しておりますので，ご確認をお願いしたいというふうに思います。 

   説明は以上でございます。 
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（竹田会長）説明が終わりました。皆様方からご質問，ご意見をお願いいたします。 

   どうぞ，湊委員。 

 

（湊委員）高齢化がますます進んでくると思われますので，このような散歩とか，散策ができ

る施設が整備されるということは非常にいいことだと思いますが，それは賛成なのですが，

ここまで行くのに交通手段がないと。この前新聞にも廃止路線に玉山が含まれておりまし

て，イオン経由のバスもなくなるのではないかというふうに載っておりましたので，せっ

かくこのようないい施設ができるわけですので，ここでも整備計画の基本設計の概要のと

ころの２ページに姫神山，天峰山，常光寺，あとは記念館とか，そういったものと連携し

てというか，線になって，点ではなくて，そこだけのことではなくて，こういうふうに本

当に観光の線になるような施設ということで，１にも２にも交通手段の確保ということも

考えていただきたいと思います。 

   これも何日か前の新聞なのですけれども，日報論壇でも，今全国短歌大会は姫神ホール

でも会場になってやっているわけですけれども，その論説を書いた方はちょっと忘れまし

たけれども，渋民を外すべきだというふうな意見を書いておりました。交通手段が悪過ぎ

るので，もう玉山も盛岡市になったのだから，旧市のほうに集約してやるべきであって，

ここの渋民，啄木の生誕地であるかもしれないけれども，外したほうがもっと大会運営に

はいいというような意見を書いている方もおりましたので，何とかそういったせっかくで

きる施設も含めて，玉山の観光も含めて，そういった施設が活用される方法を考えていた

だきたいなと思います。 

 

（小原事務長）ありがとうございます。おっしゃるとおりだろうというふうに思います。観光

ということになると，一次交通のほかに二次交通が確保できていないということが大きな

ネックになっているということはそのとおりでございます。先ほど委員お話しのとおり，

既定の路線バスにつきましては，乗車人員が上がらないということで，存続について非常

に危ぶまれているというのもそのとおりでございます。ここにつきまして，新たなバス路

線をというのはなかなか現実には難しい話だろうというふうに思います。先ほど委員のお

話にありましたように，この基本計画の中にも，先ほど私の説明の中にも近隣の観光施設

と一体となった周遊ルートということで整備をしていきたいと，そういった観光ルートの

一つに組み入れたいという思いがございますので，そういったバス路線というのは難しい

かもしれませんけれども，例えばマイカーでいらっしゃる方々について，既設の道路の整

備を行ったり，駐車場の整備を行ったりして，来やすいような環境をつくるとか，そうし

たことにも努めてまいりたいなというふうに思います。今後状況を見ながら，いろいろと

できるところから整備をしてまいりたいというふうに考えておりますので，よろしくお願

いいたします。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

   太田委員。 

 

（太田委員）先ほどの整備のことに関してちょっとお聞きしたいのですけれども，アクセスす
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るまでの道というのは，やっぱりバス等，交通機関とかもないのですけれども，そこまで

行くまでの道路も結構狭いというか，道路自体も余り広いような道路ではなくて，近くに

も，玉山小学校さんがあったりとかして，実際子供たちが結構道路，歩道ないところなの

ですけれども，歩いたりしていますので，ぜひ道路等も整備しないと，観光等で集客する

のもわかるのですけれども，多分いろいろな面で，交通事故であったりとか，そういうの

も配慮しなければいけないのではないかなというふうに私は感じるのですけれども，そこ

の面はちょっと今後どういうふうに整備していくのかというのをお聞きできればなと思い

ますので，よろしくお願いします。 

 

（小原事務長）ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。現在日戸のところの

市道について，拡幅の計画を一部行っているところもございます。それから，広域農道が

ございますので，そちらのほうを中心に，旧市内からのお客様には来ていただければいい

のかなというふうには思ってございますが，いずれにしても広域農道から入ってからもま

た狭い道路が続きますので，そうしたところを見ながら，すぐに改良とか拡幅というふう

にならないかもしれませんけれども，できるだけそういった方向で徐々に整備できるよう

に考えてまいりたいというふうに思います。ありがとうございました。 

 

（太田委員）ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 

（竹田会長）廣内委員。 

 

（廣内委員）地元との協議ということで進めてきたというわけでございますけれども，この基

本設計の案と書いてあるのですが，これはもう基本設計だというふうに考えていいわけで

すね。 

   先ほどいろいろお話あったわけでございますけれども，施設をつくるのはお金あればと

いいますか，１回で済むわけですけれども，その後の維持管理といいますか，ランニング

コストとか，そういった面が一番重要なところかなというふうに思います。その辺の基本

的な考え方といいますか，それをお伺いできればと思います。よろしくお願いします。 

 

（大澤参事兼産業振興課長）それでは，私のほうからお答えさせていただきます。 

   現在，先ほどご説明申し上げましたとおり，建設関係に関して平成28年度の完成を目指

しているということでの説明であります。その後の管理という話であるというふうに思い

ますけれども，現時点では詳しいそのような管理，額，いろいろあると思います。その辺

に関しては，まだ進んでおらないところでございますが，いずれその辺につきましては地

元の方を中心といたしました桜の里整備推進委員会にお諮りしながら，当然金がかかるわ

けでございますので，その辺も試算しながら，ご意見を賜りながら今後進めてまいりたい

というふうに思ってございます。 

   以上でございます。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 
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   佐々木委員。 

 

（佐々木委員）廣内委員さんから出るかなと思って待っていたのですけれども，非常に大規模

なオオヤマザクラの里で，私も毎年お邪魔しているのですけれども，お客さんが減ってい

るのです。どうしてなのかなと。道路でもないし，バスでもないと思うのです。桜の咲き

方がちょっとおかしいし，あの管理，調査はどうしているかわからないのですが，何より

も玉山区の各自治会がこぞって植えつけをしたわけですよ，割り振りをして。これ地域協

働でやるというふうに書かれていますので，旧玉山の皆様方，地域協働でやるのかなと思

っていたのですけれども，なかなか高齢化だとか，人がどんどん減る中では大変なのかな

と思ったりしていますので，これどうでしょう。玉山区39自治会に，植えつけのときに役

割分担をした自治会が草刈りぐらいは，１年に１回か２回は，全部があそこに行って自分

が植えた場所は面倒を見ると。そうすることによって，花が咲いたときには玉山区全体の

住民が，自分が管理したところには見にいくのではないかと。あるいは，一部旧盛岡市の

皆様方に体験，草刈りのようなものなんかも工夫して，市民全部で管理をするぐらいの規

模であるし，そういったような新しい公園管理みたいなものを，きょうは基本計画の話で

すからないとは思うのですけれども，ぜひ植えつけをした各自治会が年２回か３回は草刈

りぐらいには皆行こうよと。そのことによって，みんなのお祭り，桜を見る機会というの

があるのではないかなというふうに思いましたので，これは提案でありますので，回答は

要りません。 

   以上です。 

 

（竹田会長）区長さんからご意見。 

 

（福田区長）先ほど湊委員さんから話がありました短歌甲子園，この関係でございますけれど

も，私も区長になりまして，この短歌大会に参加させていただきました。そのとおり開会

式は姫神ホールでやるわけでございます。姫神ホールの開会式には，参加校は全部集まる

わけでございますけれども，それにやっぱり地元の方々の参加はないということがはっき

りいたしました。そして，３日間あるわけでございますが，２日間は盛岡劇場でやるわけ

ですが，その中においても出場している高校生のみというような感じで，全くその中に入

って短歌大会を鑑賞しようとかという雰囲気が見られないということがありました。した

がって，第６回ですか，盛岡三高が優勝したときのメンバーで渋中のＯＢなのだけれども，

その方も私の隣り合わせにおりまして，「さっぱりこのとおりです」という話でした。です

から，開会式の姫神ホールに，しからば玉山区民がもっと出ていっていただければ，生徒

も「大変期待に応えてくれる地元だな」と思うでしょうけれども，２日，３日の盛岡の会

場については，そのとおり閑散としておりました。ですから，それぞれ対戦をやるごとに

敗れた高校は外れていくわけですから，最後の決勝戦になりますと，その対戦に残った高

校生しかいないというような，まさに閑散とした甲子園でございました。ですから，担当

するのは市の商工観光部だということになるわけでございますけれども，あの辺は確かに

もうちょっとＰＲをしなければならないなということを，担当部署に私もすぐにお話しし

ました。やはりその渋中を出た生徒も「まことに残念だった」ということで岩手日報に載
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せていました。ですから，先ほど湊委員さんのおっしゃる論壇でもそういうことが言われ

ておったということでございますから，もうちょっと関心を持ってもらえるようにＰＲを

していかなければならないのかなという思いでございましたので，開会式はここでやると

いうことは大変ありがたいことであるし，我々玉山区民も協力していかなければならない

のかなというような思いでございましたので，ひとつ参考までにお話しさせていただきま

した。 

 

（竹田会長）この第３号案件につきまして，ほかに質問等ありますか。 

   皆川委員。 

 

（皆川委員）桜の里に直接かかわらないのですけれども，桜の里に行く途中の常光寺までの道

路，二，三日前に行ったのですが，両側きれいに花ずっと植えて，草も刈って，その距離

が玉山小学校の手前からずっと上のほうまで，本当にきれいなのです。ちゃんと雑草も刈

って，人も余り通らない，車も通らない，誰が見るかもわからない，それなのに地域の人

たちの環境整備というのですか，感心しました。努力と，それからあの人たちの心の豊か

さみたいなものがわかりました。好摩の駅前なんて，子供たちが毎日朝晩通っているのに

草ぼうぼうなのです。感心しました。直接桜の里に関係なかったのですが，その周辺の自

治会の努力に感謝します。 

 

（竹田会長）櫻委員。 

 

（櫻委員）参考的にお聞きしたいわけですが，これから27年，28年，まだまだ事業をするわけ

ですけれども，日戸の牧野組合から賃貸，借りるということですが，産業振興課の管理に

なろうかと思いますけれども，かなりな面積なわけですが，これは年間どれぐらいで賃貸

するわけですか。 

 

（大澤参事兼産業振興課長）ただいまの件にお答えさせていただきます。 

   37ヘクタールほどの土地を，今桜１万本植えている場所をお借りしているわけなのです

が，年間３万円ということでお借りしているところでございます。 

 

（櫻委員）37ヘクタールで３万円ですか。激安でびっくりしましたけれども，これはずっと変

更なく将来その金額で行くということなのでしょうか。 

 

（大澤参事兼産業振興課長）金額につきましては，固定資産税の関係とか，事実本当の使用料

というのは含まれていないというふうに伺ってございます。いずれそのようなことで，地

元の方々のご協力いただきながら，ご理解いただきながら，そういうことで金額をお願い

しているというような格好でございます。 

   以上でございます。 

 

（櫻委員）わかりました。ありがとうございます。 
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（竹田会長）ほかにございませんか。 

 

    （ 「なし」の声 ） 

 

（竹田会長）なければ，報告第３号について終わりといたしたいと思いますが，ご異議ござい

ませんか。 

 

    （ 「異議なし」の声 ） 

 

（竹田会長）異議ないようでございますので，これで報告第３号は終わります。 

   続いて，報告第４号 「盛岡市玉山区渋民地区林野火災復旧対策について」を議題とい

たします。 

   提出者の説明を求めます。 

 

（小原事務長）本件につきましては，農林部と玉山総合事務所からの報告ということになりま

す。本日は伊藤農林部長にも同席をいただいてございます。よろしくお願いをいたします。 

   それでは，私のほうから代表して説明をさせていただきたいと存じます。４月27日に発

生いたしました盛岡市玉山区渋民地区の林野火災の復旧対策についてのご説明でございま

す。この対策につきましては，復旧計画策定に向けて県，市，それから森林組合等で組織

する盛岡市玉山区林野火災復旧対策連絡会議で調査，協議をして，所有者の意向と要望も

勘案しながら，国，県の制度の導入と市の財源負担を調整して森林復旧を行うということ

としております。その概要でございます。 

   まず，１の復旧への基本方針でございますけれども，被害木の整理と自然更新，あるい

は人工造林により植生の保護と土砂流出防止を図ることで水源涵養機能の早期回復対策を

講じることを方針として事業を実施しようというものでございます。 

   次に，２の森林の復旧計画でございます。（１）の事業主体は市でございます。 

   （２）の計画期間でございますが，本年度，平成26年度から27年度までの２カ年という

ふうに考えてございます。 

   （３），計画の概要でございますが，現在民有林の個人分の中で意向がまだ定まっていな

い所有者がありますけれども，森林所有者の意向に基づいて罹災した森林の復旧を人工造

林，あるいは自然更新により進めます。特にアカマツの被害林につきましては，松くい虫

の誘引を抑えるため，整理伐あるいは造林を推進してまいりたいというふうに考えてござ

います。 

   対象森林は，表にしてありますとおり民有林，それから盛岡市有林合わせて罹災森林面

積は78.35ヘクタールでございますが，もともと木がなかった部分，未立木地等がございま

すので，それを除きますと65.51ヘクタール，これを復旧計画対象とするものでございます。 

   次に，（４）の①でございます。民有林の復旧でございますが，対象者は個人が45名，そ

れから法人が１社ということになってございます。国，県の補助事業，補助率68％になり

ますけれども，それの導入と，それから市が事業主体となることで地方交付税支援措置が
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受けられるということになります。その活用によりまして，事業費全体の95.6％を公共で

負担するということで，所有者負担率を4.4％と軽減を図ることとしてございます。 

   それから，作業道につきましては，早急な復旧推進，あるいは防火帯としての役割の強

化，それから被災者以外の土地の通過という場合もありますことから，国，県の補助の残

部分，残りの部分については全額市で負担して整備を行いたいというふうに考えてござい

ます。 

   事業内容は表のとおりでございます。被害木の除去，それから造林地の整備，それから

植林を目的とした作業路の整備というふうになってございます。事業量につきましては，

そこに記載のとおりでございます。 

   次に，②の盛岡市有林の復旧でございますけれども，アカマツの植林地が被害を受けた

ということから，今後予想される病害虫といたしまして，アカマツを枯死させる，枯れさ

せる，焼け跡などに特に発生が懸念されるつちくらげ病，それから先ほど申し上げました

松くい虫の発生源となるということが危惧されますことから，アカマツ以外の植林を計画

しているところでございます。 

   次に，３，裏面のほうでございますが，３の被害木の利活用でございます。（１）の被害

木の状況及び復旧計画でございますけれども，罹災した森林の６割が50年以上ということ

で，かなり太い材になってございます。太さは十分でございますけれども，しかしながら

火災により焼けた部分でありますとか，あるいはそこからの変色，あるいは強度など，材

質面からの制約がございまして，被害木を建材として活用することは厳しい状況にあると

いうことでございます。しかしながら，森林環境の保全，あるいは森林の多面的機能の回

復を進めるためには，森林所有者の経済的な負担の軽減を図った上で，関係機関が連携し

て作業路の開設でありますとか，被害木の利活用に取り組む必要があるというふうに考え

てございます。 

   （２）の作業路の開設につきましては，先ほども説明申し上げましたが，被害木の搬出

等を効率的に進めるため，それから補助事業を活用して先行して取り組むということとし

ております。作業道につきましては，防火帯としての役割が大きいこと，それから被害者

以外の土地を通過する方もいるというようなことから，先ほど申し上げましたが，国，県

の補助事業の残りの部分を全額市が負担して整備を進めるというところでございます。 

   それから，製材品への活用につきましては，先ほども説明いたしましたが，建材等での

活用が厳しい状況ということでございますので，まずは燃料用チップとして利用ができる

ように森林組合，あるいは製材業者と協議を進めながら，そのほかの有効利用につきまし

ても検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

   なお，本事業に係る予算につきましては，９月30日に閉会いたしましたさきの市議会９

月定例会において補正措置をしてございます。 

   それから，復旧対策計画につきましては，昨日関係機関で開催いたしました復旧対策連

絡会議で承認が得られたということから，現在決定の事務手続を進めております。今後所

定の手続を経まして，現地での作業路の開設というところから取り進めてまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

   説明は以上でございます。 
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（竹田会長）説明が終わりました。これより質問，ご意見を承ります。 

   皆川委員。 

 

（皆川委員）いろんな部分で市が全額負担とあるのですが，大体幾らぐらいになるのですか。 

 

（大澤参事兼産業振興課長）予算の関係でございます。現在のところ，26年，27年度の予算と

いうことで，先ほど申し上げましたとおり議会で26年度の補正予算というのは議決いたし

ました。今年度やれる部分の予算につきましては整理伐等，植林は来年の春になりますの

で，木を整理する予算，民有林に関しては約4,000万円，市有林に関しては，800万円ほど

を計上したところでございます。全体の事業費につきましては，大体試算では１億5,000万

円ぐらいかかるかなというふうに思っているところでございますが，いずれ今後現場の状

況も加味しながら，また来年度部分については試算してまいりたいというふうに思ってご

ざいます。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

   湊委員。 

 

（湊委員）復旧への基本方針のところに土砂流出防止に留意しとありますけれども，この前テ

レビのニュースで，木の種類によって根を張るのと，根こそぎ流れてしまうものとあると

いうふうなニュース，どこの県だかちょっと忘れましたけれども，全部根を張るものに，

たしか落葉樹と広葉樹の話ししておりましたけれども，そういったものにわざわざ植えか

えているというようなニュースがありました。これは，市は何か別なものに植えかえると

いうような書き方をしていますが，私の所有地については特に木は限定しないということ

なのでしょうか。 

 

（大澤参事兼産業振興課長）お答えさせていただきます。 

   特に釜石の方面では，非常に急峻な場所があるということで，土砂流出の危険があると

いうのは言われておったようでございます。当方でも急なところは若干あるのですが，急

激な流出というのはないわけですけれども，やはり土が流れると。そういうことで，木を

植えていただきたいというような，環境の関係からということで，今までもお話しさせて

いただきましたし，そのような方向で予算措置もさせていただきました。木につきまして

は，確かに県の技術センターから聞きますと，やはり広葉樹のほうが，粘りが強いと，自

然に生える木に関しては，やはり効果的であろうというのは言われてございます。今回燃

えた場所は杉が特に多かったということで，地表には余り草が生えていなかったこともご

ざいます。いずれ松に関しては，先ほど説明申し上げましたとおり病害虫の関係がござい

ますので，松以外のものをということで，所有者の方にはその辺についてはいろいろな考

え方もあるのだと思いますが，専門家と，森林組合とか相談，協議していただきながらと

いうことで進めているところでございます。 

   以上でございます。 
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（竹田会長）ほかにございませんか。 

   はい。 

 

（大澤参事兼産業振興課長）先ほど予算の関係で申し上げましたけれども，民有林・市有林全

体で１億7,000万円ほどの２カ年ということで，今年度と来年度合わせてそのような事業費

ということで考えているところでございます。私先ほど別な金額を言ったような気がしま

すので，そのように訂正させていただきます。よろしくお願いします。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

 

    （ 「なし」の声 ） 

 

（竹田会長）なければ，報告第４号を終わりたいと思います。ご異議ございませんか。 

 

    （ 「異議なし」の声 ） 

 

（竹田会長）ないようでございますので，４号を終わります。 

   暫時休憩しますか，皆さん。では，３時15分まで休憩いたします。 

 

        （ 休憩 ）               （15：07） 

 

        （ 再開 ）               （15：15） 

 

（竹田会長）それでは，ただいまから会議を再開いたします。 

 

   （２）審 議 

 

（竹田会長）これより次第にあります諮問事項に移りたいと思います。第１号といたしまして，

「姫神ふるさと学習センターの廃止について」を議題といたします。 

   提出者の説明を求めます。 

 

（菅原生涯学習課長）教育委員会の生涯学習課の菅原と申します。よろしくお願いいたします。

座って説明させていただきます。 

   諮問事項でございます。姫神ふるさと学習センターの廃止ということでのお願いでござ

います。諮問内容，それから，もう一枚資料がついてございますけれども，ごらんいただ

ければと思います。 

   姫神ふるさと学習センターでございますが，旧姫神小学校の跡地を利用いたしまして，

平成19年10月から施設の管理ということで，地元の自治会さんにお願いしまして学習セン

ターとして委託してございましたけれども，これは19年から更新しておりまして，更新が

１度で２期間お願いしておったのですけれども，お願いしていた団体さん，地元の自治会
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さんなのですが，管理を受けられないというお話をいただきまして，その他検討いたしま

したけれども，やむを得ない事情かなというところでもって，廃止の方向性で検討してい

るということで，皆様方からご意見をいただきたいというものでございます。 

   そして，後ろのほうついているかと思うのですが，資料をごらんいただければと思いま

す。繰り返しになりますが，設置の経緯でございます。18年３月に巻堀小学校に統合にな

りました姫神小学校でございます。こちらの校舎，それから屋内運動場，校庭を利用しま

して，地域住民等が豊かな自然環境の中でということで，いろいろ歴史，文化，地域の方々

で触れながら学習できる施設として，公の施設ということになるのですが，平成19年から

地元の姫神自治会さんに指定管理者として管理を委託してまいったものでございます。

19年，20年，21年と，最初３カ年，それから22年から５カ年の管理期間ということでお願

いしておって，26年度までが今回の基本協定期間，お願いしている期間でございましたけ

れども，次期に向けまして地元の自治会さんの意向をお聞きしたところ，昨年来からちょ

っと難しいというふうなお話は口頭ではいただいておったのですけれども，改めまして２

度ほど会合の場を持ちまして話し合いましたけれども，やはり難しいと。その内容としま

しては，地域の受ける方々の高齢化とか，人数も減ってきているというところがあって，

管理そのものを受けるのが非常に難しいのだというふうなお話をいただいたところです。 

   また，約数百メートル離れたところに，姫神地区振興センターという施設がございまし

て，そこは体育館はないわけなのですけれども，集会施設がございますので，通常の役員

会とか，いろいろなお話し合いの場では十分であるということでした。また，後で出てま

いりますけれども，姫神ふるさと学習センターの会議室等も使ってはいただいているので

すが，指定管理者として受けているからこそ，役員会とか無理してそこでやっているのだ

というところもあるという，そういう具体的な実態的なお話もいただいたところでして，

やはり難しいとの繰り返しをお話しされましたので，今後につきましては，指定管理者制

度での対応ができないと，それから施設についてもその他の利用というところでは難しい

ということで，廃止の方向で検討したというものでございます。 

   なお，その際に，例えば消防の操法とかの練習も，校庭といますか，施設の入り口のと

ころでやっているとかですね。それから，地域の中心的な場所でもありますし，除草とか

の管理とか，その辺のところについてのお話はありましたので，地域の方とその辺はもう

少し詰めながらも，今後校舎についてはずっとあるよりは解体してほしいというふうなお

話もありましたので，そちらの方向性で進めてまいりたいなと考えてございます。 

   なお，４番，今後のスケジュールでございますけれども，本日こちらの協議会さんにお

諮りしていると。それから，社会教育施設ということで，関係する会議等，それから，公

の施設の部分ではございますけれども，条例設置でございますので，そちらの変更，修正

ということで，議会にかけながらというふうに思っております。 

   ５番以降につきましては，概要でございます。場所，それから面積，裏面に行っていた

だきますと，校舎そのものの面積等でございますけれども，700平米ほどございました。そ

の中では，施設の中には研修室，調理室等ございました。ここ数年来の利用状況でござい

ますが，多いときでは約1,000人ぐらいの利用もあった年もあるわけなのですけれども，こ

のような状況と。 

   また，一番下のところにちょっと書いてございますが，小中学校の利用の中では，姫神
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では卓球が非常に活発だったという歴史があったようでございまして，こちらを利用して

いたのが，24年には好摩体育館ができたと。立派な体育館が別にあるので，車等でそちら

へということもあるようですし，先ほどちょっと申しましたように，一般の利用について

は役員会で，そこもちょっと無理して使っていたのだよというお話もあったところの数字

がこの辺にもあらわれているのではないかなというふうには考えてございます。 

   説明は以上でございますので，いろいろご意見をいただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

（竹田会長）ありがとうございました。それでは，ただいまの説明に対しまして質問，ご意見

等ございますればご発言ください。 

   齋藤委員。 

 

（齋藤委員）この地区は私の地元でありますので，ちょっと言います。 

   確かにもう姫神地区には小学生が一人もおりません。ですから，これはもうやむを得な

いと思います。ただ，廃止，解体すると思うのですけれども，いつごろ解体するのか。こ

の施設を廃止しても，例えばその鍵を自治会の中に預けてもらっておいて使えるのかどう

か。というのは，せっかくある建物ですから，来年度あたり地域協働で姫神登山なんかを

やって，ここで何かみんな集まってやりたいと思っております。それをちょっとお聞かせ

願えれば。よろしくお願いします。 

 

（菅原生涯学習課長）まず，解体の時期でございますが，これはまだ全くスケジュールはござ

いません。ほかにもいろいろ閉校した学校があるわけですけれども，手がつけられるよう

な状態では今のところはございませんので，当面あるのではないかなというふうに思って

おります。 

   それから，鍵のほうですが，今おっしゃっていただいたように，建物もそうなのですけ

れども，あそこの上のほうには畑があって，使われている方もいるので，構内はまず通れ

るようにもちろんしなければならないですし，先ほど申し上げた消防の関係とか，ほかの

何かという場合には地元のほうにお使いいただける格好で，管理そのものは市になるとし

ても，なかなかすぐに現地へ行けないということがありますので，どなたかにお願いする

しかないのだろうなということで，例えばこの間閉校になりました浅岸小とか，大ケ生で

も同じように，地域の方が必要であればその際は，管理上の問題はあるのですけれども，

お使いいただいているという状況でございますので，同じようにできるのではないかなと

いうふうに思っております。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

   廣内委員。 

 

（廣内委員）姫神小学校ではないのですけれども，薮川小学校なのですが，大分前に廃校にな

ったのですが，それで猿が住み着いたとか，そういった事実がございます。その辺は，こ

の学習センターを廃止したとはいっても，そのようなことのないように，解体するまでは
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きちっと管理をしていただければなというふうに思います。要望です。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

   佐々木委員。 

 

（佐々木委員）指定管理なのですけれども，これは非公募で指定管理をお願いしていますよね。

これ公募で，市内全体で公募型の指定管理の検討はされたかどうかということ。というの

は，今齋藤委員からもありましたけれども，自然の中で，山登りもそうですし，キノコ採

り，あるいは山の体験，そういったＮＰＯなんかも非常に多いので，もしかしたら自然学

習用の施設として，公募型にすれば民間の皆様方，あるいはＮＰＯの皆様方が手を挙げる

かもしれないと思っています。したがって，自治会の非公募の分はわかりましたけれども，

公募型で活用する，鉄筋の建物ですから，春から秋までの間ぐらい使えば元が取れるぐら

いの使い方はできそうだなと。30万都市盛岡市ですから，盛岡の29万を相手にしただけで

もきっと，区界も余りよくないという話もあるので，なかなか委員会とすれば心配でしょ

うけれども，区界よりはこっちがおもしろいです。齋藤委員さんおっしゃるとおり，いろ

んなことを考えられると思うのですけれども，そこをちょっと検討していただいて，やり

たいＮＰＯなんかがあればお貸しして地域の活性化に結びつけたら，人の往来が盛んにな

りますから。ちょっと検討を加えていただきたいという要望です。もし何かありましたら

お話をいただきたいと思います。 

 

（菅原生涯学習課長）ご指摘のように，当初から地域密着型ということで，非公募の形でもっ

て進めてまいって管理をしていただいてきたところでございます。直接今回こちらについ

て公募型でやろうかというところまでは，実際検討はしてございません。スケジュール的

なのもあって，来年度に向けて７月，８月ごろに今管理している団体さんに意思確認をし

て，それからどうなっていきますかということで，指定管理者の大きな会議があるわけで

すけれども，そちらにかかっていくという部分がありますので，まずは地元へということ

でこちらになりました。ただ，今おっしゃっていただいたように，仮にこのまま廃止とな

ったとしても，別な有効利用あるのではないかというご提案だと思いますので，これはこ

れとしてちょっと間があくかもしれませんけれども，検討してほしいというお話なのかな

と承りましたので，そちらはちゃんと記録して，次に続けてまいりたいなと思っておりま

す。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

   廣内委員。 

 

（廣内委員）ちょっと的外れたことを言って申しわけありませんでした。施設をもう全面に使

用を中止するということかなというふうなことから勘違いしていましたので，いずれそう

いうようなことであれば，よりよい方向に向けて活用していただくようにお願いしたいと

思います。 

   以上です。 
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（竹田会長）なければまとめてみたいと思うのですが，質疑はよろしいですか。 

 

    （ 「なし」の声 ） 

 

（竹田会長）それでは，この案件につきまして原案どおり可とする答申を出すかどうか，１つ。 

   それから，先ほどご意見ございましたような意見を付して可とする答申とするかが２つ

目。 

   それから，なお継続審議する必要があるという案が３つ目ということで，最初に，原案

どおり可とする答申とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

    （ 賛成者挙手 ） 

 

（竹田会長）１名。 

   次に，先ほど来意見が出ておりましたが，他に活用する指定管理者等を当たってみると

いう意見を付して可とする答申に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

    （ 賛成者挙手 ） 

 

（竹田会長）９名ということで，３番目は委員がもうございませんので，ただいまの意見を付

して可とする答申に決定をいたします。 

   それでは，以上で本案件を終わります。ご苦労さまでした。 

   続いて，審議案件の第２号，「新市建設計画「道の駅設置事業」について」を議題といた

します。 

   説明を求めます。 

 

（佐々木企画調整監兼総務課長）それでは，私のほうからは新市建設計画「道の駅設置事業」

について，自主的審議事項という取り扱いで提案をさせていただきたいと思います。 

   まず，この経緯でございますけれども，１番の提案理由のところに経緯を書いておりま

す。今回は，事務局の立場で自主的審議事項として取り上げていただくということでご提

案を申し上げるものでございます。 

   平成19年３月に第６回の玉山区地域協議会が開催されております。その際に，当時委員

でありました荒澤松子委員から，「新市建設計画の道の駅整備事業について」ということで

提案がなされております。それが別紙１ということで，皆様方に資料としてお配りしてお

ります。内容はごらんのとおりでございますけれども，いずれ国，地方を通じて借金が多

い中で，果たして本当に整備することによって効果があるのかというご心配，そして岩手

町，八幡平市等々に道の駅が既にあって，そこにまさるような道の駅にするには，かなり

の創意工夫をしなければならないという中で，あわせて建設後の後年度負担についてもや

っぱり考慮しなければならないだろうということから，平成６年の基本設計ができている

事業でございますが，平成19年ですので，それから既に十四，五年が経過している中で，
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地域の社会経済情勢等も変わってきているということから，整備に当たっては慎重に進め

るべきではないかという意見の内容でございました。そういったことから，第６回の地域

協議会の際に，これも議事録の抜粋ということで，資料をお配りしておりますけれども，

それぞれ当時の委員さんからいろいろなご意見があったところでございます。 

   結論といたしましては，６ページの最後になりますけれども，当時の福田稔会長から，

まだ全線開通まで時間があることから，今後も継続して社会情勢等を見きわめながら議論

していきましょうということで，その場は閉じております。そういったことから，年数は

かなり経過しましたけれども，自主的審議事項ということで継続審議のような形になって

おりますので，今回ご提案を申し上げるものでございます。 

   ２の道の駅設置事業についてでございますけれども，これにつきましては現委員さんの

方々はもう既にご案内のことと思いますので，詳しい内容については省かせていただきま

すが，国との一体型の道の駅を整備するということで，平成７年に用地買収をしておりま

して，平成６年には基本設計を作成しているということで進めてきておったわけでござい

ますけれども，設置時期につきましては，国との交渉の中で，平成16年12月に一部暫定供

用開始になっているわけでございますけれども，それに合わせてというような国の意向も

あったのですが，車の流入量等を見ますと，なかなか設置をしても通過交通が少ないとい

うことから，事業として見た場合に非常に採算性が合わないだろうということから，やは

り全線開通に合わせて整備について検討していくという，当時村としての回答を申し上げ

て，今日に至っているというようなことでございまして，国では平成20年の後半に全線開

通という当時のお話でございました。それが今年になりまして，平成26年度，まさに今年

度の全線開通という見通しだということをお伺いしておりまして，いよいよバイパスも全

面供用開始ということから，担当課としては具体的に事業について進めてまいりたいなと

思っているところでございます。 

   それで，別紙３でございますけれども，これまで農業関係の皆様方との意見交換，商業

関係の方々との意見交換，それから区内の関係する団体の長の皆様方からお集まりをいた

だいて，いろいろ意見交換をしてきております。去年の４月に行いました農業関係の皆様

方との意見交換では，これは主に野菜等を生産されている農家の皆様方で，実際ユートラ

ンドとかイオンのほうに農作物を出している方々からの意見交換の中では，今ようやっと

ユートランド，あるいはイオンの産直のほうも軌道に乗ってきた段階で，これ以上また産

直がふえることによって商品の供給というのは非常に難しい状況だという意見，あるいは

後継者のために出荷をふやすことについては賛成だよという逆の意見もあったり，いろい

ろ意見がありましたけれども，やはり農家もふえていない状況の中で，野菜農家が少ない

中で，品ぞろえというようなことからすると，新たにできたところまではなかなか供給が

難しいというのが大方の意見だったのかなというふうに集約をしているところでございま

す。 

   それから，裏面のほうですけれども，翌月の去年の５月に商業関係者の方々とも意見交

換をさせていただいております。商業関係者の皆様方からは，やはりバイパスができるこ

とによって，ここの渋民商店街の通過交通が減るということから，非常に商売にも影響す

るということも当初から懸念がされておったわけでございまして，商店街の経営診断等を

すると，石川啄木記念館周辺にそういった商業施設を集中させて集客を図るということも
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提案をされてきているということから，今後の整備が予定されております歴史民俗資料館，

それから道の駅の整備事業と石川啄木記念館，これらを一体に有機的に機能するような形

での整備を望むという意見があったところでございます。あとは，記載のとおりでござい

ます。 

   それから，別紙４でございますけれども，産直いずみ会，ＪＡ新いわて産直会の皆さん

方でございましたけれども，110名の皆様方を対象に産直に関するアンケートを実施してお

ります。110名に対して送付し67件の回答があったところでございます。１ページのところ

は，年齢別，あるいは性別の関係でございますので，ごらんいただきたいと思います。 

   ２ページのところでございますけれども，道の駅への出荷希望というところでは，「出荷

したい」，あるいは「できれば出荷したい」というのが27件ということで，約40％の皆様方

については，できれば出荷をしたいなというふうな考えでございました。25％に当たる17名

の皆様方は，できてもなかなか出荷できない状況にあるということで，「出荷しない」とい

う回答でございました。道の駅に出荷しない主な理由としましては，そこに記載のとおり，

道の駅に出荷するほどの生産量がない，あるいは高齢化によって農業規模を縮小する予定

であり出荷する意欲がない，それから人手不足で集出荷や回収作業には対応できないとい

うふうな意見でございました。 

   それから，４ページ目は，出荷するかしないかわからない理由については，記載のとお

りでございます。 

   ５ページについては，出荷したい理由を聞いております。その際に一番多かったのは，

生産量が少ないものでも販売ができるということ，あるいは少額でも収入をふやしたいと

思っている，それから地域への集客や活性化に貢献できるというふうな意見が多かったと

ころでございます。 

   それから，最後の別紙５でございますけれども，関係団体との意見交換会では，新市建

設計画として計画されているものでありますから，基本的には整備する方向で進めてほし

いという意見，それから整備に当たっては最近コンビニエンスストアをテナントとして入

れた道の駅も全国にも幾らか例が見受けられるということから，なかなか産直を核とした

というものが難しいとすれば，そういったコンビニ等を核としながら産直コーナーを設け

るということで，道の駅の整備にも柔軟に取り組んだらどうかという意見等もあったとこ

ろでございます。 

   以上，今までの経緯等についてご説明申し上げたところでございますけれども，継続審

議という形になっているものですから，現在の委員の皆様方のご意見をお伺いしながら，

意見交換していただければいいのかなと思っております。担当課としましては，いずれ整

備する方向で進めたいなというふうに思っておりまして，平成27年度にはできれば設計等

を組んでいきたいなということで考えているところでございますけれども，地域協議会の

皆様方のご意見を参考にといいますか，尊重しながら事業を進めてまいりたいというふう

に思っておりますので，よろしくお願いをしたいと思います。 

   説明は以上でございます。 

 

（竹田会長）ありがとうございました。説明が終わりましたので，皆様方から質問あるいはご

意見を承りたいと思います。 
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   櫻委員。 

 

（櫻委員）開通と同時にトイレとか，そういうものは国土交通省のほうで建てるわけですね。 

 

（佐々木企画調整監兼総務課長）いや，予定はないです。 

 

（櫻委員）そうすれば，産直館とか，そういうものと一緒でないとつくらないということにな

るわけですか。 

 

（佐々木企画調整監兼総務課長）具体の話までは，まだ国交省とはお話はしていないのですけ

れども，以前はいずれ自分たちの道路の附帯施設についてはやるという話をしていました

けれども，最近はやっぱりトーンダウンしてきていまして，市でやるのであれば，国でも

取り組みますよというスタンスに変わってきておりまして，用地は１万6,000平米，1.6町

歩先行取得しているのですけれども，市の整備方針が決まらなければ，国でも駐車場とか

トイレを整備するという考えはないということは，口頭では伺っております。 

 

（櫻委員）私も産直，渋民のほうに，イオンのほうに出しているのだけれども，けさも皆さん

とちょこっと話ししたわけですが，これは花屋さんでしたけれども，施設ができれば持っ

ていきたいと。あともう一人の方も，できれば必ず客は寄るはず，トイレ等ができれば寄

るはずだから，その施設にも入って関心を持ってもらえるから，つくってもらって出した

ほうがいいのではないかという意見がございます。私としても，やはり今つくらないとも

うつくれないと思いますので，開通と同時に国交省のトイレとか，それに合わせて建てる

べきだと思います。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

   佐々木委員。 

 

（佐々木委員）私も今櫻委員さんと同じように，国が市の事業とあわせて道の駅にするという

スタンスに変わっているということですから，そこの見晴らしと，啄木記念館，歴史民俗

資料館，これとても４号線の中ではピカ一の道の駅になると思います。したがって，この

事業を進めることについては賛成です。 

   ただ，道の駅のあり方，今までどおりの道の駅でいいのかどうか。例えば６次産業の世

界ですから，加工品を出すとか，食堂を出すとか，おにぎりを出すとか，あるいはトラッ

ク市，軽トラ市の建物を工夫するとか，今の時代に合ったような形の市の施設にすること

を付して，賛成でございます。 

   以上です。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

   湊委員。 
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（湊委員）前の協議会の議事録もちょっと読んでみたのですが，非常に当時の委員さんたちも，

今いらっしゃる方がほとんどなわけですけれども，どっちにすべきかかなり苦悩されてい

るなというのがわかるような内容です。私も最初は要らないのではないかなと思っていた

のですけれども，やっぱり今つくって，逆にそれを利用して活性化させていく必要もある

のではないかなと。さっき佐々木委員が言ったように，内容を本当に吟味して，人が立ち

寄ってもらえるような，私も産直めぐりが好きで，天気のいい日にはあちこち出かけて，

特色のある野菜を出していますので，大根１束200円とか，両手に重く買っても2,000円で

済むというような，産直は新鮮で安いというメリットがありますので，玉山でもそういっ

た売れるところがあれば，余り重労働にならないような野菜づくりを始めてくれる人もあ

るのではないかと期待するようになってきまして，私も今つくっておかなければという気

持ちに変わりましたので，そういうことで佐々木委員と同じように活用方法を検討しなが

ら建てていただきたいなと思います。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。 

   櫻委員。 

 

（櫻委員）今イオンのＪＡの産直部会に大半出しているわけですけれども，ちょっと話に聞け

ば，イオンの場合，もしあそこで採算がとれないと，何か10年か幾らの契約的なことで借

地しているようですけれども，もし採算合わなくて撤退ということが万が一あるかもしれ

ないというふうに生産者の方も考えております。だから，そういう事態が発生した場合の

ためにも，やはり今つくっておかなければだめだというふうに思いますし，また生産者の

皆さんもかなりそういうふうなことは心配をしています。ただ，今出したところはちょう

どなれたのだから，例えば道の駅ができたからすぐそっちにということはちょっと考えに

くいから，建てれば徐々に出す方もできると思います。リンゴ農家の方もぜひつくっても

らいたいという意見ですし，花屋さんもそうです。だから，当初は加工品とか，いろいろ

工夫をして皆さんで出して，集客に努めると。あと，啄木記念館も下にありますので，そ

ういうようなＰＲも兼ねて，そこを通った車が立ち寄っていただけるようにＰＲもしなが

ら将来に向けていったらと私は思っております。 

   以上です。 

 

（竹田会長）ほかにございませんか。なければ意見集約したいと思います。 

   竹田委員。 

 

（竹田委員）今までの皆様の意見，そのとおりだと思っております。やはりできればその方向

でみんなが頑張るのではないかと思っておりますが，この中で食堂の設備も一つ抜けてい

るようなので，それも考えていただきたいと。そうすると，観光，記念館に寄った人が必

ずその食堂に寄って，風光明媚なところで食べていただけると，そういう食堂は必ず要る

と。トイレはもちろん要るし，またコンビニもいいと思います。とにかく駐車場を広くし

て，観光と両方を考えた施設になればいいなという要望でございます。必ず食堂というの

を考えていただきたいと思っております。 
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（竹田会長）ほかにございますか。 

 

    （ 「なし」の声 ） 

 

（竹田会長）なければ，先ほど来皆様方からいろいろ出された意見，この意見を受けて道の駅

設置事業に対する扱いとしたいのですが，この審議案件２号につきましては建設計画を進

めるということで結論づけたいと思うのですが，ご異議ございませんでしょうか。 

 

    （ 「異議なし」の声 ） 

 

（竹田会長）なければ，そのように決定いたします。 

   次に，審議案件の第３号 「委員提案事項について」を議題といたします。これにつき

まして，「玉山区の設置期間延長及び玉山総合事務所の組織体制維持並びに農林部の移転に

ついて」ということでございまして，提案者の佐々木由勝委員から説明を求めます。 

 

（佐々木委員）それでは，説明をいたします。 

   早いもので，合併をして９年，あと１年で合併の際の約束事項が終わります。そういっ

た中で，いろんな住民の皆様方の意見，あるいはさまざまな団体の皆様方の意見等も事務

局としてはアンケート，懇談会等で受けております。その中で，そんなに数は多くないわ

けですけれども，合併をして余り悪くなったところはない，村時代と変わらない行政サー

ビスを受けているというような人もたくさんおります。それは合併したからではなくて，

当時の村長さん，あるいは村議会議員さん，あるいは合併の際の委員の皆様方，非常にご

努力をいただいて，合併特例法という法律に基づく玉山区を設置し，区長さん，あるいは

地域協議会，さらには総合事務所の体制整備をきちっと決めていただいた上での合併であ

ったと。加えて，新市建設計画を強く申し出，学校整備，道路整備等も合併の際の体制づ

くりがきちっとできておったためだというふうに思っております。 

   そういったようなところで，10年目を迎えるに当たって，国のサイドも合併特例債の10年

延長，新市建設計画の財源になっております。借金ではありますが，利息がないというよ

うな合併特例債が10年延期になりました。あるいはまた，他の県，青森県の浪岡なんかも

そうでありますが，やはり10年でこの体制をやめるのは，一部地域を含めて不便になる地

域もあるだろうということで，合併特例法に基づく地域自治区の延長を検討しているとこ

ろもございます。あるいはまた，我々も視察等をしましたけれども，10年前に次の段階は，

地方自治法に基づく自治区にすると前もって決めておったところもございます。特に玉山

のように吸収合併をされて，10年で一人前は不便だろうなというところでは，そういった

工夫をしております。したがいまして，今回の提案はやはり合併特例債を10年延ばしたと

いうことは，新市建設計画も玉山区の場合は13事業残っております。旧市は１つだけしか

残っておりません。新たに20億ぐらいの追加で進んでおります。玉山区については，やっ

ぱり新市建設計画の終わる段階，合併特例債，国からの無利息の特例債が使える10年間，

これについてはやはり法律に基づく玉山区の延長をお願いすると，最高の体制をお願いす
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るという必要があるのではないかと。 

   それから，その中で特に新市建設計画，あと13事業残っておりますので，新市建設計画

も10年で終わらないで，やはり延長をするべきだというふうに思っております。したがっ

て，玉山区の延長，そして新市建設計画も，できれば合併特例債と同じように10年延長の

お願いをしたらどうかと。 

   それから，玉山総合事務所についても，合併特例法絡みになるわけですけれども，今は

５課体制，合併当初はもう少し教育委員会等の体制もございました。最低今の５課体制の

お願いをしたらどうかと。できればこの間発生した水害，あるいは山林火災，非常にまず

い対応もございました。これは本庁からの体制でしたので，防災体制を強化していただく

とか，あるいは教育長が３年前に都南総合支所に移ったわけです。その原因ではないとは

思うのですが，全国学力テストで市内で一番悪いのが玉山区だったそうです。教育委員会

がなくなったからということではないとは思いますけれども，やはり若干教育体制の不備

もあったので，防災と教育は少し強化をした形で，今の５課体制を維持できるようにお願

いをしたらどうかと。 

   それから，もう一つは，これは前にもお願いをして検討するという回答をいただいてお

ります。やはり本庁機能，玉山区が農林業の中心であります。市の総生産額の４％しか農

林業はないそうでございますけれども，玉山区では５割以上の生産額になります。そうい

った意味では，都南総合支所には４課，５課，本庁機能が行っております。ぜひ玉山に，

「検討する」ということになっておりますので，改めて農林部の本庁機能を配置していた

だきたい。それについては，連絡事項，通信網等々の面からいって，本庁機能があるとな

いでは全く違うわけであります。防災体制の際の連絡網の不備等もありましたけれども，

本庁機能があることによって，その辺の改善にもなると。もちろん農林業の中心地ですか

ら，農林業の振興に大きく結びつくというようなお願いをしたらどうかと。 

   といいますのは，これはうわさでありますが，11月に玉山区のあり方の基本方針が出る

と聞いております。したがいまして，今回ご議論をいただいて，提案をして，その基本方

針の参考にご検討をいただくことがとても大切かなと思っております。そして，27年度，

審議会の条例改正等もございます。そういった作業をしながら，28年の４月１日からは今

の合併特例法に基づく玉山区の体制が引き続きあるように，ぜひお願いをしたいものだな

と思っておりますので，よろしくご検討をお願いいたします。 

   以上です。 

 

（竹田会長）説明が終わりました。これから皆様方からの質問，あるいはご意見を承りたいと

思います。ありませんか。 

   竹田委員。 

 

（竹田委員）佐々木委員はずっと何年もこの意見を述べてきたわけですが，なかなかこれがい

い方向に向かわないのは，何か理由があってこういうことになっているのでしょうか，そ

こをちょっと聞きたいと思いますが。佐々木委員は何年も前から，何とかこっちに移した

いという希望を持っているのです。私もそばにいて，よくよく感じているのですが，何か

理由があってこれも絶対だめだという方向，そうではなくて何かいい兆しがあるとか，そ
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ういう方向がわかればいいのですが。 

 

（竹田会長）農林部の話。 

 

（竹田委員）はい。 

 

（竹田会長）それ，区長さんにお尋ねでしょうか。 

 

（福田区長）それでは，私から申し上げますが，いずれ佐々木委員の提案からいろんな形で市

長に対して意見書を提出しながら来たわけでございますが，確固たる回答はないというこ

とが現実であるわけでございます。先ほども申されましたとおり，検討するというお言葉

はいただいておるわけでございますが，その検討の内容について私もまだ掌握しておりま

せんので，その辺をお伺いするということについては，これはよろしいかと思います。 

 

（竹田会長）という答えでよろしいのでしょうか。 

   別に竹田委員さんの発言に対する答えというわけではないのですが，１つだけ申し上げ

ておきたいのは，この協議会で市長に対する提言をするということで，全体でそれはそう

しましょうということになって，具体的にどういう形の内容の提言書にするかということ

につきましては，編集委員会をつくってあるわけですが，そこのところで最初に取りまと

めをして，その上で皆さん全体にお諮りすると。しかる後に，よしとなれば市長に提言す

るという運びになって，具体的に編集委員会を２回ほど開催して，その集約を図っておる

ところでございます。本日もそのことにつきましては，ただいま提案されている案件が終

わった後にご議論いただくということになっておるわけですので，その辺も踏まえた上で

ご検討いただければということで，一言申し上げました。 

 

（佐々木委員）いずれ約束事項ですから，10年ですぱっと切るのは約束事項です。そうであれ

ば，何もすることはない。お任せをすればいいわけですけれども，それでは余りにも立地

条件の違う玉山区とすれば，行政サービスを受けにくいだろうと。したがって，今の合併

特例法という法律に基づく体制を延長するのが一番いい体制なわけです。住民から見れば

です。合併をした役所から見れば，お金もかかるし，人員もかかるし，迷惑な話でありま

す。しかし，住民サイドから見れば，今の最高の体制を維持したいと。その裏づけが，国

が10年間の合併特例債を10年間延長しますと，こうなったことが最大の根拠であります。

そうであれば，それを審査し，あるいは意見を申し上げて，新市建設計画，残っている13事

業に結びつける体制がないと困りますので，あわせて体制の存続をする必要があるだろう

という中身であります。 

   農林部の話は，前に「検討する」という答えをもらっていますので，これは付録でつけ

ているのですけれども，問題は玉山区で10年やってきた体制をこのままあと10年，これは

場合によっては５年になるかもしれませんが，この体制の継続のお願いをし，地域住民の

大きな変化に対応することが大事だと，こういう内容であります。 

   これは，きょうの会議は公開でありますし，あるいは「ひめかみ」という機関紙もあり

 37 



ます。こういったようなことで議論をしましたと，議論した結果こうでしたという内容を

区民の皆様方にもお知らせすることができますので，あえて公開の場でご提案を申し上げ

るところであります。 

   ただ，地方自治法に基づく自治区については，以前提案申し上げましたが，盛岡市とす

れば旧市も自治区をつくらなければならないので，これは無理ですときっぱりとお断りを

いただいております。しかし，合併特例法の玉山区は玉山区だけの話でありますので，ほ

かの旧市のほうの変更には全く関係ございませんので，ほかの全国の各県でも議論が進ん

でおりますので，今のきちっとした行政サービスを受けやすい体制の維持継続というもの

は，玉山区とすれば必要なのかなという提案であります。 

   いろいろご検討いただいていると思いますが，いろんなご意見を出していただいて検討

することがとても大事でありますので，よろしくお願いしたいと，こう思うものでありま

す。 

 

（竹田会長）大変詳しくご説明いただいているわけですが，皆さん方からのご意見ございませ

んでしょうか。 

   太田委員。 

 

（太田委員）私も佐々木委員さんの提案には賛成でして，いろいろ今までの過程を聞くと，や

っぱりもう少し必要ではないかなというふうに思いました。先ほども佐々木委員さんから

話がありましたけれども，教育の問題に関しても，学力テストだけの問題ではなくて，や

っぱり旧市にばかり目が行っているので，実際玉山区における小規模校の問題であったり

というのが余りスピーディーに解決されていないなというのがここ最近の現状でして，学

校の先生たちも一生懸命頑張っているのですけれども，なかなか学力も上がらなかったり

とか，複式学級が多くて子供たちの面倒を見るのが大変だったりとかという教育的な負担

もあったりとかというのもあるのかなというふうに思いましたので，もう少し行政的なサ

ービスもしっかりしてもらえれば解決できるのではないかなというふうに思っていますし，

地域の皆さんもやっぱり小学校，中学校の問題とか，人数減っていますので，そういうの

を少しでも早く解決してほしいなという要望は，この前も教育委員会から説明を受けたと

きにもお話はしたのですけれども，地域の皆さんのお話し合いでというようなやわらかい

ニュアンスでしたので，すぐ進むような状況ではないなというふうに感じましたので，こ

ういう提案できたりとか，こういうふうに協議する場があればもっと解決に結びつけられ

るのではないかなというふうに思っていますので，私もぜひやっていただければなという

ふうに思っています。 

   以上です。 

 

（齋藤委員）これは，もう今まで何回もやっていますよね。きょう佐々木委員さんが言ってい

るこの提案は。玉山区を延長してもらいたい，総合事務所の組織体制を維持してもらいた

い，これは今まで何回もやっていますよね。またこんなところで言ったってしようがない

ですから，皆さんで提案して，いいかどうかやっていただければいいと思うのですが，ど

うでしょうか。 
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（竹田会長）齋藤委員のお話，わかりました。 

   それで，私さっきあえて申し上げましたのは，まちづくり提言書の中にも従来区として

やってきたことはほとんど継続してやってほしいという内容の提言書をまとめているわけ

です。ですから，それとの整合性も考え合わせながら結論を出してもらいたいなという思

いもあって，さっきその提言書という，あえて問題といいますか，それを出してみました。

ですから，齋藤委員さんが言うように，意見を出すかどうかということで，佐々木委員さ

んの提案に対する賛意を示している方もありますが，次の問題も含めて最終的には判断し

てもらいたいというのが私の思いで，今まで申し上げております。ついては，この問題に

つきましては本日限りでこの問題に決着つけるのではなくて，継続的に次回もまた議論し

てみるとかというふうなことで，まちづくり提言書を見ながらこの問題についても結論づ

けしていただければというのが私なりの思いでございます。 

 

（佐々木委員）今まちづくり提言書のお話があるのですけれども，それとこれは全く別です。

一緒にされるものではなくて，まちづくり提言書のほんの一部なのです，これ。まちづく

り提言書ですから，地域住民の意見，アンケートを聞いて，こういう玉山のまちづくりを

したいという大きな視点での検討が，これが終わった後にあるわけですけれども，これは

全く単純な話です。今の体制を継続することで，市長さん検討してくれませんかと。これ

が11月に方向を出すと言っていますから，きょうぎりぎりなのです。実は遅いかもしれま

せん。出していただいて，市の玉山区の将来のあり方の検討の材料に，地域協議会では合

併特例債と同じように当面今の体制の維持をするという声があると。それを含めて検討し

なさいという担当部局へのご指示をいただきたいと。まちづくりはもっと広い話ですから，

市の全体の総合計画，あるいは商工，農林，観光含めたまちづくりの議論になりますし，

これは全くの組織体制のお話でございますので，次の会の議論と一緒にするということで

は意味がないというふうに思います。反論で済みません。 

 

（竹田会長）それはいいですよ，意見ですので。 

   これは，設置期間の延長もそうですし，組織体制の問題についても，このことは今まで

もそれこそ何回も議論されてきたというお話ですが，いずれやっぱり住民の声，こうした

ものが懇談会とか，あるいはアンケートの中とかでそれなりに出されてきているわけでご

ざいますので，そうしたものを踏まえながらまちづくりの大きな提言を出そうということ

で，何回も言うようですが，まちづくり提言書を作成しつつあるわけです。このことは，

一つの手段としてそうした方法をとってほしいということでしょうから，必ずしも相反す

る話ではないと，私はそのように理解しておりますが。 

 

（佐々木委員）では，きょうまちづくり提言書を議論して，来週提出するという確約をもらえ

るのであれば，この内容をまちづくり提言の組織体制のところに入れていただくのであれ

ば結構です。そうでないと時間ないですよ，もう。 

 

（竹田会長）時間…… 
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（佐々木委員）11月でしょう，まちづくりの議論，最終議論は。 

 

（竹田会長）そうですよ。 

 

（佐々木委員）そうすると，12月に入ってしまうのですよ。間に合わないのですよ，もう。体

制整備には。 

 

（竹田会長）そのタイムリミットの話は，どこから出てきているのですか。 

 

（佐々木委員）うわさと聞きました。 

 

（竹田会長）うわさ……。 

 

（佐々木委員）では，区長か企画調整監に聞いてみたらどうですか。 

 

（竹田会長）その辺はどうなっているのですか。 

 

（皆川委員）うわさの話ではないです。前に佐々木委員さんが自治区延長ということを提案し

て，ここで話し合って出したのですけれども，それはまず「延長はない」できたのですね，

今も説明あったけれども。 

 

（佐々木委員）それは地方自治法に基づく自治区。全然中身違います。 

 

（皆川委員）「地方自治法だか何だかでだめなのだよ」と。今度合併特例債が10年延長になった

ので，地域自治区も延長したらいいのではないかという話，それはわからない段階で，地

域自治区がなくなった後に，10年過ぎたら私たちの地域はどのようにあればいいのかとい

うことを具体的に進めよう，話し合いしましょうということで，まちづくり提言書をつく

る編集委員会がつくられました。そこで，２回話し合いしました。かなり詳しく話し合い

ました。そして，11年目からのあり方を一つにまとめました。それをきょう，この後，話

し合いに持っていくのですけれども，そうすると今までの進め方は，10年を過ぎたときど

うあればいいか，ありようを検討している最中に自治区延長の話が出ると，どういうふう

に理解していったらいいのかちょっとわけがわからなくなってきたのですが。 

 

（佐々木委員）まちづくり，10年後をどうするかという議論は，それは大きな話で，大いに議

論して結構だと思います。ただ，我々は今玉山区がなくなるのですよ，１年後に。行政サ

ービスをどう受けるかというのは，誰が考えてもわかりますよ。だったら，今が最高の体

制なのです。当時の皆さん，あなたも合併協議会の委員だったでしょう。あなたも助役さ

んでしょう。最高の体制をつくってくれたわけです。これで何人かの住民は，村の時代と

一つも変わっていないよ，いいサービス受けていますよ，盛岡まで行かなくても用足りま
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すよ，総合事務所で。それを延長するのが今の段階では一番いい。まちづくり提言書で，

ではこれ以上の体制を要望できるかといったら，できないのです。だから，これを要望し

ておいて，ではどういう回答が来るかということになると，同じ法律の中で合併特例債の

延長が10年決定しているのです。これで断る理由は何もない。そうだとすれば，別な法律

に基づく体制整備にするとか。だから，あくまでも合併特例法に基づくのは最高なのだけ

れども，できれば条例にしてくれとか，何かにしてくれという回答になるかもしれない。

だけれども，お願いをするときは最高のお願いをしなければならないのです。だから，そ

ういう意味でこれは最高のお願いなのです。これ以上のお願いはないのです。ですから，

その議論を皆さんでしていただいて，多数決でこんなのいいのだというのであれば，ここ

で落ちても結構です。地域協議会は今の体制ではない，もっといい体制考えるのだという

ことであれば，それで結構ではないですか。私は議論するために出していますから。私一

人の意見で市長に出すわけにはいきませんので。だから，いいではないですか。まちづく

り提言の中でやろうよというのであれば，それでも結構だと思う。ただ，私はタイムリミ

ットまで時間がないのではないかと。だから，それとこれを一緒に議論して，まちづくり

提言を今回の地域協議会での議論にして，提出を早めるぐらいの議論になれば結構な話で

はないでしょうか。 

 

（竹田会長）何回も言うようだけれども，そのタイムリミット云々とさっきから言っておりま

すけれども，これどうなのでしょう。提言にタイムリミットなんて設けているのでしょう

か。私は，もう提言は，いつでもそれは出せる内容のものだと思っております。ですから，

議論は当然されていいわけですが，何もきょう結論を急がなくたって，やっぱり皆さんが

納得する形で，では市長に出そうというふうにならない限り，正直言って質問といっても

余り出ていないし。さきのまちづくり提言書の話も出ているわけですので，その辺をまず，

これがだめだというわけではないですが，その辺も目を通しながら，そっちの内容も理解

しながら，これとの対比もしてみながら，結論づけたらどうなのでしょうか。 

 

（佐々木委員）結構ですから。多数決とってください。それでだめなら，私は諦めますから。

提言を下げます，その時点で。まちづくり提言には一切文句言いません。 

 

（竹田会長）まちづくり提言の関係は，佐々木委員さんもメンバーですから，それも当然だと

思いますが。 

 

（佐々木委員）だから，今齋藤委員さんがおっしゃるように，今回出すか出さないかというの

を決めていただければ，私は一向に構わないのです。まだ早いというのであれば，次の議

論をしていただいて，12月にお出しいただくことでも結構。ただ，この中身についてご異

論があるなら，今回議論したほうがいいのではないですか。 

 

（竹田会長）それは何回も皆さんに聞いているように，意見があるかということでやっている

から。そんなに意見も出ていないわけですから。私からすると，そろそろ結論を出したい

と思いますが，この案件について，継続審議とするか，それとも意見を付して，今回市長
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に提出するというふうに決定するか，いずれかの方法に決することにしたいと思いますが，

ご異議ございませんか。 

 

    （ 「異議なし」の声 ） 

 

（竹田会長）それでは，最初にこの案件を継続審議とすることに賛成の方，挙手を求めます。 

 

    （ 挙手なし ） 

 

（竹田会長）１名もございません。 

   それから，意見を付して市にこれを提出する，いわゆる提案する，これについて賛成の

方の挙手を求めます。 

 

    （ 賛成者挙手 ） 

 

（竹田会長）５名でございます。きょうの出席者の過半数でございます。 

   では…… 

 

    （ 「欠席している人は１人に数えられるんですか」の声 ） 

 

（竹田会長）出席者で採決ですので。それで問題はないでしょう。事務局，どう。 

 

    （ 「欠席した人は数の多いほうに加わるんですか」の声 ） 

 

（竹田会長）一般的には，ここで数の多いほうに決することになると思います。それで問題な

いでしょう。 

 

（佐々木企画調整監兼総務課長）いずれ一般的には出席した委員の過半数で決するということ

になるということだと思います。 

   ただ，ちょっと取り扱いですけれども，次の提言書の関係も自治区の延長ということに

なると，全て変わってくるような内容になりますので，その辺のこれからの進め方も含め

て，一旦閉じてからでもよろしいかとは思いますけれども，これを提出するとなるとちょ

っとまた協議をさせていただかなければならないというふうに思います。 

 

（竹田会長）そのことについて，私再三申し上げているように，次のまちづくり提言書の内容

と矛盾しないかということを問いかけているわけですが，提案者は「矛盾しないよ」と再

三言って，皆さんを説得しているわけですが，私はよく考えてみると，提言書はやっぱり

そういう意味では将来の，区の設置が終わった後のまちづくりといいますか，あり方を提

言しようとしているわけですので，この今佐々木委員さんから提案されているのは，これ

は全然矛盾しないとはいっても，やっぱり仕組みを延長することですので，仕組みはいい
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まちづくり，望ましいまちづくりをするための手段でしょう。ですから，そういう意味で

は非常に整合性といいますか，矛盾しないようにしっかり考えて取り扱っていかなければ

ならないだろうというふうに考えたから，再三にわたって次の問題もよく理解しながら結

論出す方法もあるのではないかという意味の発言もしてみましが，しかし皆さんの多くが

この案を取り上げるということでございますので，本日の会議ではこの案を市長に提出す

るということに決定することになります。 

 

（佐々木委員）ありがとうございます。 

 

（竹田会長）それでは，３号議案につきましてはこれで終わります。 

   時間も大分押しておりますが，議事はこれで全部出された案件は終わりました。 

 

    ６ その他 

 

（竹田会長）次第の６番にその他というのがあるのですが，このその他につきましては，過般

の地域協議会の皆さんの研修の結果について報告をさせていただきます。 

   副会長の村山から申し上げます。 

 

（村山副会長）それでは，時間もないようですのでこの場所で報告をさせていただきます。 

   去る７月17日から18日の２日間，愛知県豊田市と岐阜県岐阜市で今年度の委員の研修を

行いましたので，私からその概略をご報告したいと思いますので，よろしくお願いします。 

   まず，１日目の豊田市については，地域課題に取り組む市民団体を公募して，その事業

内容を地域協議会が審議し，採択された団体に市が財政支援を行い，地域づくりの多様な

担い手の育成などを図っているわくわく事業について聞いてまいりました。また，地域協

議会が住民の合意形成を図りながら事業計画を作成，市へ提出して，市ではそれを受けて

翌年度の予算編成に反映させたり，事業に取り組んでいく地域予算提案事業というのも研

修してまいりました。これらを通じて地域協議会が主体となり，行政，地域などとかかわ

り，活動をする事例を研修してまいりました。 

   それから，２日目の岐阜市については，玉山区と同様の地域自治区を設置している柳津

町で柳津地域協議会の活動を研修しました。市町村合併後の地域課題や地域自治区の設置

期間満了後に向けた地域の体制づくりなどについて懇談を行いました。その後に，道の駅

柳津と新市建設計画によって整備された名鉄柳津駅・駅前広場を視察してまいりました。 

   報告書には，その研修についての詳細が記載しております。今回研修に参加された委員

の所感も掲載しておりますので，それもごらんいただければと思います。 

   両事例ともそれぞれ固有の地域事情や地域の特色に合わせた施策が展開されておりまし

て，住民が主体的に活動し，まちづくりや地域課題の解決にかかわっている様子が非常に

印象に残りました。現在玉山区の設置期間が満了する平成27年度末に向けて，地域の特色

を生かしたまちづくりの継承やさらなる発展を見据えた検討を行っていく私たちにとって

は，参考となる事例や意見が多く得られたように思っております。 

   簡単でございますが，視察研修の報告とさせていただきます。ありがとうございました。 
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（竹田会長）ただいまの報告について，皆様方から何かございますか。 

 

    （ 「なし」の声 ） 

 

（竹田会長）暫時お待ちください。 

 

（佐々木企画調整監兼総務課長）済みません，会長さん，よろしいでしょうか。 

 

（竹田会長）はい。 

 

（佐々木企画調整監兼総務課長）先ほどの審議事項の関係でございますけれども，議決といい

ますか，多数決のところなのですけれども，先ほど申し上げましたように，出席した委員

の過半数があれば一般的には成立といいますか，多数決ということになるのですけれども

詳細を決めておりませんでした。同数の場合については会長さんの決するところというの

が一般的なのかもしれませんけれども，その辺のところ，今11名中５名の賛成ということ

もございましたので，もう一度確認をさせていただきたいなというふうに思います。 

   ついては，今まで再三申し上げていますように，この後に報告しようと思っておったの

ですけれども，まちづくり提言書の作成に当たって編集委員会を設けていますけれども，

第１回目の編集委員会の際，５名の皆様方で構成しているわけですけれども，その際には

両論併記ということで，自治区の延長を前提の提言書にするか，あるいは自治区の延長と

いうのではなくて，期間については10年間という約束で合併をしておりますので，10年間

を経過した後の後継組織にいわゆる今の機能を持たせるかという議論をしていただき，結

果として，後継組織でいきましょうとなったものでございます。 

最初にそういったのも説明をしながら採決ということになればよかったのでしょうけれ

ども，内容的には今佐々木委員さんが提案したような中身も全部盛り込んだような形の提

言書になっております。これと，佐々木委員さんの提案は違うと言いますけれども，提言

書は今申し上げているような中身になっておりますので，全く違うものではないというふ

うなことでございます。 

 

（佐々木委員）事務局として話ししてください。市役所の職員ではなく。やめろというならや

めていいよ。 

 

（佐々木企画調整監兼総務課長）もう一度確認をさせてほしいということです。 

 

（佐々木委員）言いたくないけれども，まちづくり提言書を見たか。10年も約束は守って，守

った上で何かないかといったら，任意の団体しかないのです。法律に基づく地域協議会だ

とか，区長だとか，総合事務所なんかあり得ないのですよ。 

 

（佐々木企画調整監兼総務課長）ですから，第１回目の編集委員会の際に，自治区の延長でま
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ちづくり提言書の作成をしますか，それとも延長ではなくて後継組織を核としたまちづく

りにしましょうかということで提案をしたわけです。委員の皆様方は，自治区の延長はな

いということでのつくりになっていますので，その辺のところも踏まえながらというお話

を申し上げているのです。 

 

（佐々木委員）今５人の賛成いただいたのだから，提言したらいいのではないか，別に。問題

も何もないよ，これ。 

 

（佐々木企画調整監兼総務課長）ですから，最終的に確認をさせていただいてということで，

先ほど11名の出席の中で５名でしたので。 

 

（佐々木委員）議長は入れられないのだから，それでいいのだ。多数決なのだ。 

 

（佐々木企画調整監兼総務課長）まず，もう一度確認をさせてもらいたいということでござい

ます。 

 

（佐々木委員）何も問題はないから，いいのだ。そうすると，まさに条例にしてくれとか，地

方自治法にしてくれとかという法律のバックのある文言の回答が来ると。これ決まってい

るわけです。それでなくても任意団体よりはいいでしょう。任意団体でうまくいっていな

いの，いっぱいありましたよね。 

 

（竹田会長）事務局。 

 

（佐々木企画調整監兼総務課長）申しわけありません。先ほどの話を訂正させていただきます。 

   地域協議会の運営方針，マニュアルを作成しております。その中で，同数の場合の決し

方について，定めておりました。議事については出席委員の過半数で決しまして，同数の

場合については議長が決するところということになっておりますので，そこをもう一度確

認をさせていただきたいというふうに思います。 

 

（竹田会長）それでは，さっきの佐々木委員から提案のありました案件の件でございますが，

私賛成者の確認をしたときに５名だったと思っておりますので，私を除く委員の過半数は

占めたものかなと思って審議を進めたわけですが，確認した結果５対５ということになる

わけですね。 

 

（佐々木企画調整監兼総務課長）賛成の方が５名だったということで，あとの方は挙手してお

りませんので。 

 

（佐々木委員）棄権もあるわけですよ。反対の意見，挙手とれないから。 

 

（竹田会長）暫時休憩します。 
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        （ 休憩 ）               （16：43） 

 

        （ 再開 ）               （16：51） 

 

（竹田会長）休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

   さっき佐々木委員から提案ありました案件について採決の確認をいたしたところでござ

いまして，その取り扱いについての確認をいたしたところでございまして，会議の決定は

そのとおりでかわりはございません。そういうことで，今後は市長に提案をするというこ

とになります。 

   以上で本日予定されております案件につきましては全部終わりました。 

   事務局から何かありますか。 

 

（佐々木企画調整監兼総務課長）ご苦労さまでございました。また，先ほどは大変失礼いたし

ました。事務局から何点か事務連絡がございます。 

   まず，第１点目でございますけれども，前回佐々木由勝委員から提案のありました担当

部署から情報提供を受けた上で継続審議することとしておりました新市建設計画における

未着手事業の方向性についてという提案をいただいておりました。これについては，次回，

11月に予定されております地域協議会の際に担当部の市長公室から報告が予定されている

ところでございます。 

   それから，今総務部とここの総合事務所の事務事業の調整を行っているところでござい

ます。口頭では前にも何回か皆様方にお知らせをしておりましたけれども，今やっと本庁

とそれぞれの玉山総合事務所の関係課との調整が終わりまして，まだ未調整のものが39項

目ほどございます。未調整の主なものといたしましては，いずれ本庁とすると統合したほ

うがいいという考え方があるのですけれども，玉山総合事務所とすると，やはりサービス

の低下につながるということから，これについてはこちらで引き続き10年以降についても

事務を継続したいということ等で，未調整のものが39ございます。これについては，総務

部職員課が入って，これからヒアリングをして方向性を出していくという作業に入ること

になります。できれば総務部では，11月の次回の地域協議会の際にその状況について報告

をしたいなということで今作業を進めているということでございまして，これについては

玉山総合事務所の主管課であります当総務課も一緒に入ってヒアリングに臨みたいと思っ

ておりますので，玉山総合事務所の立場からのお話をしながらヒアリングには臨んでいき

たいと思っております。 

   それから，もう一点でございますけれども，次回開催の地域協議会でございますけれど

も，11月の下旬ということになっているわけでございますけれども，提案を考えている部

署から強い要望がございまして，できれば11月14日に開催をしてほしいということがござ

いまして，通常20日以降に開催をしておったものを前倒しをしまして，11月14日に開催す

ることとしたいと存じておりますので，よろしくお願いをしたいと思います。 

   事務局からは，以上３点でございます。 
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    ７ 閉 会 

 

（小原事務長）長時間にわたりまして大変ありがとうございました。いろいろと不手際等もあ

りましたことをおわび申し上げたいと思います。 

   以上をもちまして第55回盛岡市玉山区地域協議会を終了させていただきます。どうもあ

りがとうございました。 

 

                                （16時55分） 
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